
 (4) 「④-１ 児童相談所設置など児童福祉に関する事務」 

 (5) 「④-2 民生委員の推薦など民生委員に関する事務」 

 (6) 「④-４ 保護施設設置など生活保護に関する事務」 

 (7) 「④-５ 行旅病人等に関する費用弁償に関する事務」 

 (8) 「④-13 墓地経営の許可など墓地、埋葬等の規制に関する事務」 ※ 

(9) 「④-６ 施設届出受理など社会福祉事業に関する事務」 

(10) 「④-８ 資金貸付など母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務」 

(11) 「④-９ 居宅生活支援事業届出受理など老人福祉に関する事務」 

(12) 「④-83 構造改革特別区区域内の特別養護老人ホーム不足区域における特別養護老人ホ

ーム設置認可申請の審査などに関する事務」 

(13) 「④-10 指定養育医療機関の指定など母子保健に関する事務」 

(14) 「④-16 事務費用補助など結核の予防に関する事務（結核指定医療機関の指定など）」 ※ 

(15) 「④-42 社会福祉法人設立に係る定款審査などに関する事務」 ※ 

(16) 「④-57 非課税証明書の発行などに関する事務」 

(17) 「④-66 貸付金償還免除などに関する事務」 

(18) 「⑤-62 広告事項の許可などに関する事務」 

(19) 「⑤-72 有料老人ホームの設置者等に対する質問及び立入検査などに関する事務」 

(20) 「⑤-73 介護老人保健施設の開設の許可などに関する事務」 

(21) 「⑤-74 指定障害福祉サービス事業者への勧告などに関する事務」 

(22) 「⑥-59 教育、保育等を総合的に提供する施設の認定などに関する事務」 

 

５ 産業労働局（４項目） 
 
 (1) 「④-22 特定工場の新設届出受理などに関する事務」 

 (2) 「④-31 農住組合の土地交換分合計画認可などに関する事務」 

(3) 「④-36 大規模小売店舗新設届出受理などに関する事務」 

(4) 「④-88 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定などに関する事務」 

 

６ 教育庁（５項目） 

 

 (1) 「④-21 県費負担教職員の任免、給与決定などに関する事務」 

(2) 「⑥-116 県費負担教職員の定数の設定などに関する事務」 

(3) 「⑥-117 県費負担教職員の給与の負担などに関する事務」 

 (4) 「④-41 重要文化財の現状変更許可などに関する事務」 

(5) 「⑤-77 発掘に関する指示及び命令などに関する事務」 
 

 
（注）網掛けは、事務配分の検討の方向付け終了後に、地方分権一括法等により特別区に

移譲されている事務（※は、検討対象事務の一部が移譲されているもの） 
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特別区における児童相談所の開設に向けた主な取組状況等について 

 

 平成２８年児童福祉法改正までの経過  

昭和６１年 ２月 ○「都区制度改革の基本的方向」の中で、児童相談所に関する事務

の移譲を都区で合意 

平成 ６年 ９月 ○国に提出する最終案として都区合意した「都区制度改革に関する

まとめ（協議案）」で、それまでの都による国との折衝で移管が

困難と判断される事務（政令指定都市の事務等）のひとつとして

児童相談所の移管を断念 

 

 

平成２０年 ６月    ○第１３回都区のあり方検討委員会幹事会において、児童相談所設

置などに関する事務について、区へ移管する方向で検討すること

で一致 

平成２２年 １月 

      

○江戸川区で小学生の男児が両親から虐待を受け、死亡する事件が

発生。 

平成２２年 ６月 ○第２５回都区のあり方検討委員会幹事会において、児童相談所の

あり方について、他に先行して実務的な検討の場を設け、移管す

るとした場合の課題とその解決策、都区の連携のあり方等につい

て議論を進めることを区から都に申入れ。 

平成２３年 ４月 

↓ 

平成２４年 １月 

○児童相談行政のあり方に関する都区の検討会に備えて、区側メン

バー（部課長級職員）による勉強会を実施。 

 ・横須賀市児童相談所の視察 

 ・勉強会での検討状況（特別区が児童相談所を持つ意義、児童相

談所を移管する際の課題と対応の方向性など）を整理、とりま

とめ、区長会に報告。 

平成２３年１２月 ○第１３回都区のあり方検討委員会において、児童相談行政のあり

方について、都区が協力し、都区間の連携や体制等を幅広く検討

すべき課題となっており、都区のあり方検討委員会とは切り離し

て、今後の検討の進め方等について都区間で協議し、別途整理し

ていく必要があると確認。 

平成２４年 ２月 ○児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会を設置し、①

現行の役割分担の下での課題と対応策、②児童相談行政の体制の

あり方について検討を開始。 

平成２５年 １月 ○第２回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会で、現

行の役割分担下での課題と対応策について、部会の検討結果を確

認。都から、体制の議論にあたっては、区が児童相談所を担う場

合の具体的なイメージが必要との発言。 
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平成２５年 ６月 ○第３０次地方制度調査会の「大都市制度の改革及び基礎自治体の

行政サービス提供体制に関する答申」の中で、「都から特別区に

移譲すべき事務としては、例えば児童相談所の事務などが考えら

れるが、専門職を適切に確保する等の観点から小規模な区の間で

は連携するといった工夫を講じつつ、移譲を検討すべき」と記述。 

平成２５年１１月 ○区長会総会で、「特別区児童相談所移管モデル」を了承。 

平成２６年１０月 ○平成２５年１１月に策定した「特別区児童相談所移管モデル」を

基本に、各区で具体化に向けた検討を行い、その結果をとりまと

め、区長会総会に報告し、了承。 

平成２７年 ３月 ○「特別区児童相談所移管モデル」の具体化に向けた検討の中で、

２３区共通の課題として挙げられた事項について、関係部課長会

で検討を行い、区長会役員会に報告し、了承。 

平成２７年 ５月 ○第６回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会で、区

から「特別区児童相談所移管モデル」の具体化について説明し、

以下の事項について確認。 

①「児童相談行政の体制のあり方」について検討を開始し、具体

の検討は、課長級メンバーによる部会を中心に行うこと 

②部会には、必要に応じてメンバーを追加できること。 

平成２７年 ６月 ○児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会部会で、「児

童相談行政の体制のあり方」について検討を開始。３回にわたり

都区双方の考え方についてフリートーキング。 

平成２７年 ７月 ○区長による児童相談所及び児童養護施設の視察を実施。 

平成２７年１２月 ○区長会正副会長が、厚生労働大臣及び雇用均等・児童家庭局長と

面会し、意見交換。 

○区長会意見書「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員

会報告案（たたき台）について」を提出。 

平成２８年 ３月 ○国の社会保障審議会児童部会に設置された「新たな子ども家庭福

祉のあり方に関する専門委員会報告（提言）」の中で、「原則とし

て中核市及び特別区には児童相談所機能をもつ機関の設置を求

め、財政的負担が大きいことや専門職の確保の困難さから設置を

ためらうことがないよう、国及び都道府県は中核市及び特別区の

人的・物的基盤を積極的に援助する必要がある」と記述。 

○区長会会長コメント「社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭

福祉のあり方に関する専門委員会報告について」を発表。 

○国は、「政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとす

る」という改正を含めた「児童福祉法等の一部を改正する法律案」

を閣議決定し、国会へ提出。 

平成２８年 ５月 ○「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、政令で定める

特別区が児童相談所を設置することが可能に。 
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人的・物的基盤を積極的に援助する必要がある」と記述。 

○区長会会長コメント「社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭

福祉のあり方に関する専門委員会報告について」を発表。 

○国は、「政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとす

る」という改正を含めた「児童福祉法等の一部を改正する法律案」

を閣議決定し、国会へ提出。 

平成２８年 ５月 ○「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、政令で定める

特別区が児童相談所を設置することが可能に。 
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○区長会会長コメント「児童福祉法等の一部を改正する法律の成立

について」を発表。 

 

 平成２８年改正児童福祉法を踏まえた取組状況  

１．検討体制の整備、検討等  

平成２８年 ４月 ○区長会総会で、「改正法により、国が５年間を目途に行う児童相

談所の設置に係る支援等の必要な措置が講じられている間に、準

備が整った区から、順次、児童相談所設置を目指すこと」を確認。 

     ５月 ○区長会総会で、「児童福祉法等の改正内容を踏まえ、２６年度に

各区で検討した「特別区児童相談所移管モデル」の具体化の検討

について改めて調整を行い、あわせて、それぞれの区が想定する

ロードマップを作成すること」を確認。 

     ６月 ○区長会総会で、「児童相談所移管準備を進めるため、副区長会の

下に、特別区児童相談所移管準備連絡調整会議（以下「連絡調整

会議」という。）を設置し、当面、以下の事項について整理する

とともに、都との協議体制等について調整すること」を確認 

① 児童相談所を移管するに当たっての課題の抽出・整理 

② 児童相談所の移管に向けた具体化検討の再調整、ロードマッ

プの作成 

     ７月 ○副区長会の下に、区の関係部課長等で構成する連絡調整会議を設

置。 

＜所掌事項＞ 

 ・ 関係部課長会との連絡調整に関すること 

・ 東京都との協議に関すること 

・ 児童相談所を移管するに当たっての課題に関すること 

・ 児童相談所移管に向けた全体のロードマップに関すること 

    １１月 ○以下の事項について、連絡調整会議で集約・整理、とりまとめの

うえ、区長会へ報告。 

① 児童相談所を移管するに当たっての課題の抽出・整理 

② 児童相談所の移管に向けた具体化検討の再調整 

③ 児童相談所開設に向けたロードマップの作成 

    １２月 ○都から、「特別区の児童相談所の設置計画について（確認の進め

方）（案）」が提示。その内容について、区長会へ報告。 

＜都の提案概要＞ 

・区の計画案を確認するに当たっては、２～３区をモデル的に対

応していくことが適当。当該区から計画案を提出してもらい、

子供の最善の利益を確保するという観点から、当該区と都で一

つひとつの課題について実務的に検証し、確認作業を進める。 
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・当該区の調整状況については、適宜、他の設置希望区にフィー

ドバックする。 

平成２９年 ２月 ○平成２８年１２月に都から提示のあった「特別区の児童相談所の

設置計画について（確認の進め方）（案）」への対応について、「世

田谷区、荒川区、江戸川区の３区をモデル的確認実施区として、

計画案の確認作業を開始するとともに、確認作業とは別に、都と

設置希望区全体との協議の場の設置等を要請すること」などを区

長会で確認。（同年３月、前述の区長会確認事項に基づいて、都

に対して回答。） 

      ６月 ○世田谷区、荒川区、江戸川区と都との間で、「児童相談所設置計

画案のモデル的確認作業」を開始。 

○確認作業と併せて、都が「児童相談所運営にかかる勉強会」を開

始。 

      ８月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成２９年

７月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○その際、区長会から「人材の確保・育成について、福祉部門にお

いても、具体的な検討を行う」よう指示。 

    １１月 ○人材の確保・育成方策等について、区長会へ報告。 

○その際、平成２８年１１月に策定したロードマップについて、「今

回の検討結果や各区それぞれの状況を踏まえながら一定の見直

しを行い、その結果を集約する」ことを確認。 

平成３０年 ２月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成３０年

１月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○設置希望区で見直しを行ったロードマップについて、連絡調整会

議において、集約・整理した結果を区長会へ報告。 

      ５月 ○都区間での入所調整や一時保護所の広域調整について協議を行

うため、「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討

会」を設置することについて、区長会へ報告。 

○都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた

広域調整に係る検討会」を設置し、検討を開始。 

２．児童相談所等の視察  

（１） 区の部課長級職員を中心に、東京都、横須賀市及び金沢市の児童相談所を視察。 

① 平成２８年 ５月～ ８月 金沢市児童相談所（２回）、横須賀市児童相談所 

② 平成２８年１０月～１１月 東京都児童相談センター（６回） 

③ 平成３０年 ６月～ ７月 東京都児童相談センター（３回） 
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・当該区の調整状況については、適宜、他の設置希望区にフィー

ドバックする。 

平成２９年 ２月 ○平成２８年１２月に都から提示のあった「特別区の児童相談所の

設置計画について（確認の進め方）（案）」への対応について、「世

田谷区、荒川区、江戸川区の３区をモデル的確認実施区として、

計画案の確認作業を開始するとともに、確認作業とは別に、都と

設置希望区全体との協議の場の設置等を要請すること」などを区

長会で確認。（同年３月、前述の区長会確認事項に基づいて、都

に対して回答。） 

      ６月 ○世田谷区、荒川区、江戸川区と都との間で、「児童相談所設置計

画案のモデル的確認作業」を開始。 

○確認作業と併せて、都が「児童相談所運営にかかる勉強会」を開

始。 

      ８月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成２９年

７月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○その際、区長会から「人材の確保・育成について、福祉部門にお

いても、具体的な検討を行う」よう指示。 

    １１月 ○人材の確保・育成方策等について、区長会へ報告。 

○その際、平成２８年１１月に策定したロードマップについて、「今

回の検討結果や各区それぞれの状況を踏まえながら一定の見直

しを行い、その結果を集約する」ことを確認。 

平成３０年 ２月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成３０年

１月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○設置希望区で見直しを行ったロードマップについて、連絡調整会

議において、集約・整理した結果を区長会へ報告。 

      ５月 ○都区間での入所調整や一時保護所の広域調整について協議を行

うため、「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討

会」を設置することについて、区長会へ報告。 

○都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた

広域調整に係る検討会」を設置し、検討を開始。 

２．児童相談所等の視察  

（１） 区の部課長級職員を中心に、東京都、横須賀市及び金沢市の児童相談所を視察。 

① 平成２８年 ５月～ ８月 金沢市児童相談所（２回）、横須賀市児童相談所 

② 平成２８年１０月～１１月 東京都児童相談センター（６回） 

③ 平成３０年 ６月～ ７月 東京都児童相談センター（３回） 
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・当該区の調整状況については、適宜、他の設置希望区にフィー

ドバックする。 

平成２９年 ２月 ○平成２８年１２月に都から提示のあった「特別区の児童相談所の

設置計画について（確認の進め方）（案）」への対応について、「世

田谷区、荒川区、江戸川区の３区をモデル的確認実施区として、

計画案の確認作業を開始するとともに、確認作業とは別に、都と

設置希望区全体との協議の場の設置等を要請すること」などを区

長会で確認。（同年３月、前述の区長会確認事項に基づいて、都

に対して回答。） 

      ６月 ○世田谷区、荒川区、江戸川区と都との間で、「児童相談所設置計

画案のモデル的確認作業」を開始。 

○確認作業と併せて、都が「児童相談所運営にかかる勉強会」を開

始。 

      ８月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成２９年

７月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○その際、区長会から「人材の確保・育成について、福祉部門にお

いても、具体的な検討を行う」よう指示。 

    １１月 ○人材の確保・育成方策等について、区長会へ報告。 

○その際、平成２８年１１月に策定したロードマップについて、「今

回の検討結果や各区それぞれの状況を踏まえながら一定の見直

しを行い、その結果を集約する」ことを確認。 

平成３０年 ２月 ○関係部課長会で抽出・整理した課題の対応策にかかる平成３０年

１月末時点の検討状況について、連絡調整会議において、整理・

とりまとめた結果を区長会へ報告。 

○設置希望区で見直しを行ったロードマップについて、連絡調整会

議において、集約・整理した結果を区長会へ報告。 

      ５月 ○都区間での入所調整や一時保護所の広域調整について協議を行

うため、「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討

会」を設置することについて、区長会へ報告。 

○都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた

広域調整に係る検討会」を設置し、検討を開始。 

２．児童相談所等の視察  

（１） 区の部課長級職員を中心に、東京都、横須賀市及び金沢市の児童相談所を視察。 

① 平成２８年 ５月～ ８月 金沢市児童相談所（２回）、横須賀市児童相談所 

② 平成２８年１０月～１１月 東京都児童相談センター（６回） 

③ 平成３０年 ６月～ ７月 東京都児童相談センター（３回） 
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（２） 上記に加え、各区においても、児童相談所設置自治体への視察を実施。 

＜平成２３年度～平成２７年度までの視察実施状況＞ 

   ① 平成２３年 ７月 横須賀市児童相談所 

② 平成２５年 ８月 東京都児童相談センター 

③ 平成２６年 ８月 横須賀市児童相談所 

④ 平成２６年１１月 金沢市児童相談所 

⑤ 平成２７年 ５月 国立武蔵野学院（児童自立支援施設） 

⑥ 平成２７年 ７月 区長による東京都児童相談所（児童相談センター、足立児童

相談所、江東児童相談所）及び児童養護施設（クリスマス・

ヴィレッジ、希望の家、東京家庭学校） 

 ３．説明会、講演会の開催  

（１） 区職員、区議会議員等を対象に、下記のとおり、説明会等を実施。 

平成２８年７月 ○厚生労働省「改正児童福祉法等に係る説明会」 

○東京都福祉保健局「児童相談所業務等に係る説明会」 

平成２９年４月 ○特別区議会議員講演会（特別区協議会主催） 

・厚生労働省「児童福祉法改正の背景と概要～児童相談所の設置

に向けて～」 

     ６月 

     ↓ 

     ９月 

○特別区長会講演会 

 ・武藤素明（社福）二葉保育園常務理事「社会的養護における現

状と特別区への期待」 

・磯谷文明 弁護士「児童相談所における法的対応と弁護士の役割 」 

・松原康雄 明治学院大学学長「特別区が設置する児童相談所へ

の期待」 

・奥田晃久 明星大学特任教授「我が区の子どもは我が区が護る」 

     ８月 ○特別区長会事務局講演会 

・川並利治 金沢星陵大学教授「地域の子どもたちを守るために

～児童相談所設置市が目指すべきもの～」 

・和田一郎 花園大学准教授「いま求められる一時保護所とは」 

     ９月 ○社会福祉講座（特別区協議会主催） 

・法務省 東京少年鑑別所「非行防止及び少年の健全な育ちにつ

いて－少年鑑別所の立場から－」 

・宮内 珠希 二葉乳児院 里親委託等推進員、秋山 惠美子 養育

家庭（里親）「里親制度を知っていますか？－里親家庭を支え

る地域へ－」 

平成３０年３月 ○人事実務研修（特別区人事・厚生事務組合人事企画部） 

・奥田晃久 明星大学特任教授「One for All の取り組みで我が

39
3939



 

 
 

区の子どもは我が区が守る」－児童相談所設置に向けた人材の

確保・育成等について－ 

（２） 上記に加え、各区においても、講演会や児童相談所開設に向けた職員勉強会等を

実施。 

 ４．国・関係団体との意見交換等  

平成２８年１２月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の部課長級職員

との意見交換を実施 

平成２９年 １月 ○厚生労働省と区の部課長級職員との情報交換を実施 

      ５月 ○東京都社会福祉協議会児童部会・乳児部会と区の課長級職員との

意見交換を実施 

      ６月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

     １０月 ○東京都社会福祉協議会児童部会制度政策推進部主催学習会「特別

区児童相談所設置の動向と課題」に、モデル的確認実施３区の担

当課長等が参加 

平成３０年 １月 ○区の課長級等職員を対象に、東京都社会福祉協議会児童部会書記

会による「児童養護施設の措置費と補助金に関する勉強会」を実

施 

○東京地方検察庁と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ２月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

      ３月 ○東京家庭裁判所と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ７月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の課長級職員等

との意見交換を実施 

５．職員研修の実施  

（１） 特別区職員研修所（※）で、子ども家庭支援センター職員をはじめとする区職員

を対象とした児童相談所関連研修を実施。 
 
平成２８年 ９月 

      １２月 

○専門研修「児童虐待への対応（第１回・第２回）」 

 ・児童虐待の現状と背景について 

・児童虐待対応のための法的知識 

 ・関係機関との連携とその実際 

 ・事例討議 

     １１月 

 

○自治体経営研修「特別区の課題」 

・児童相談所設置にあたっての課題と対策～相模原市児童相談所
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区の子どもは我が区が守る」－児童相談所設置に向けた人材の

確保・育成等について－ 

（２） 上記に加え、各区においても、講演会や児童相談所開設に向けた職員勉強会等を

実施。 

 ４．国・関係団体との意見交換等  

平成２８年１２月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の部課長級職員

との意見交換を実施 

平成２９年 １月 ○厚生労働省と区の部課長級職員との情報交換を実施 

      ５月 ○東京都社会福祉協議会児童部会・乳児部会と区の課長級職員との

意見交換を実施 

      ６月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

     １０月 ○東京都社会福祉協議会児童部会制度政策推進部主催学習会「特別

区児童相談所設置の動向と課題」に、モデル的確認実施３区の担

当課長等が参加 

平成３０年 １月 ○区の課長級等職員を対象に、東京都社会福祉協議会児童部会書記

会による「児童養護施設の措置費と補助金に関する勉強会」を実

施 

○東京地方検察庁と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ２月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

      ３月 ○東京家庭裁判所と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ７月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の課長級職員等

との意見交換を実施 

５．職員研修の実施  

（１） 特別区職員研修所（※）で、子ども家庭支援センター職員をはじめとする区職員

を対象とした児童相談所関連研修を実施。 
 
平成２８年 ９月 

      １２月 

○専門研修「児童虐待への対応（第１回・第２回）」 

 ・児童虐待の現状と背景について 

・児童虐待対応のための法的知識 

 ・関係機関との連携とその実際 

 ・事例討議 

     １１月 

 

○自治体経営研修「特別区の課題」 

・児童相談所設置にあたっての課題と対策～相模原市児童相談所
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区の子どもは我が区が守る」－児童相談所設置に向けた人材の

確保・育成等について－ 

（２） 上記に加え、各区においても、講演会や児童相談所開設に向けた職員勉強会等を

実施。 

 ４．国・関係団体との意見交換等  

平成２８年１２月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の部課長級職員

との意見交換を実施 

平成２９年 １月 ○厚生労働省と区の部課長級職員との情報交換を実施 

      ５月 ○東京都社会福祉協議会児童部会・乳児部会と区の課長級職員との

意見交換を実施 

      ６月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

     １０月 ○東京都社会福祉協議会児童部会制度政策推進部主催学習会「特別

区児童相談所設置の動向と課題」に、モデル的確認実施３区の担

当課長等が参加 

平成３０年 １月 ○区の課長級等職員を対象に、東京都社会福祉協議会児童部会書記

会による「児童養護施設の措置費と補助金に関する勉強会」を実

施 

○東京地方検察庁と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ２月 ○東京養育家庭の会（里親会）と区の課長級職員との意見交換を実

施 

      ３月 ○東京家庭裁判所と区の課長級職員等との情報交換を実施 

      ７月 ○東京都児童相談所非常勤・協力弁護士懇談会と区の課長級職員等

との意見交換を実施 

５．職員研修の実施  

（１） 特別区職員研修所（※）で、子ども家庭支援センター職員をはじめとする区職員

を対象とした児童相談所関連研修を実施。 
 
平成２８年 ９月 

      １２月 

○専門研修「児童虐待への対応（第１回・第２回）」 

 ・児童虐待の現状と背景について 

・児童虐待対応のための法的知識 

 ・関係機関との連携とその実際 

 ・事例討議 

     １１月 

 

○自治体経営研修「特別区の課題」 

・児童相談所設置にあたっての課題と対策～相模原市児童相談所
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設置準備から～ 

平成２９年 ２月    ○試行研修「児童家庭福祉」 

 ・子ども虐待対応とセルフケア 

・子ども虐待の現状と子ども家庭支援センターの役割 

 ・家族支援のあり方を考える 

      ５月 

      

 

 

 

 

      ８月 

○試行研修「児童家庭福祉（第１回）」 

 ・児童家庭福祉に関する法制度からみた子ども家庭支援センタ

ー、児童相談所の役割 

・虐待を受けた子どもの心身への影響 

・社会調査、記録の書き方とケース資料のまとめ方 

・包括的アセスメントと支援計画 

○試行研修「児童家庭福祉（第２回）」 

・精神疾患をもつ保護者への対応 

・児童相談所を含む多機関連携・協働のあり方 

・要対協での個別ケース検討会議の進め方 

      ９月 

     １２月 

○専門研修「児童虐待への対応（第１回・第２回）」 

 ※平成２８年度実施分と同内容 

平成３０年 １月 ○試行研修「児童家庭福祉（第３回）」 

・愛着障害について 

・死亡事例を防ぐために 

○試行研修「児童心理」 

・子ども家庭支援センターの役割 

・要保護、要支援ケースにおける家族が抱えている課題と対応策 

・子どもの心身の発達、虐待が子どもに与える影響 

・聞き取り方、記録の取り方と報告のあり方 

・心理的アセスメント、他職種との連携によるケースへの対応 

※ 特別区職員研修所 

２３特別区が地方自治法に基づき設置した一部事務組合「特別区人事・厚生事務組合」におけ

る共同処理事務実施のために設置したもの。 

（２） 平成３０年度「特別区職員研修所実施研修」 

① 児童福祉司任用前講習会・指定講習会（２回） 

② 常設研修 

 ・児童虐待への対応（２回） 

 ・子どもの発達障害（３回） 

・発達障害者支援【演習】（２回） 

   ③ 試行研修 

・児童家庭福祉Ⅰ・Ⅱ 

・児童心理【入門】 
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・児童心理【実践】 

・司法面接 

６．職員採用試験の見直し  

（１） 各区等が採用選考を実施していた職種「心理」の採用について、平成２９年度か

ら特別区人事委員会（※）が統一選考を実施。 

※ 特別区人事委員会 

   ２３特別区が一部事務組合方式により連合して設置した人事委員会。 

（２） 経験者採用試験・選考における対象職種を拡大し、平成２９年度の経験者採用試

験・選考から職種「福祉」を追加。 

（３） 上記の職員採用試験の見直しに加え、現行の任期付職員採用選考制度を活用して、

児童福祉司スーパーバイザー候補者や児童相談所長候補者を採用している区も存在。 

７．児童相談所設置計画案のモデル的確認作業の実施  

（１） 平成２９年６月から、東京都と３区（世田谷区・荒川区・江戸川区）との間で、

「児童相談所設置計画案のモデル的確認作業」を開始し、３区の調整状況を他区に

フィードバックし、設置希望区全体で共有。 

世田谷区 

○第１回（H29.6.16） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

    ※移管後の児童相談行政の体制、児童相談所・一時保護所の施設整備、

職員確保及び人材育成計画  

○第２回（H29.7.11） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

     ※社会的養護の拡充、夜間休日対応など、第１回の残りの項目  

○第３回（H29.10.25） 
⇒ 一時保護所の整備、人材育成、事務引継ぎ等について、図面等の

資料をもとに説明し、意見交換  

○第４回（H30.1.11） 

⇒ 相談援助活動の流れ、設置市事務、人材育成プログラム等につい

て、資料をもとに説明し、意見交換 

○第５回（H30.7.4） 

⇒ 一時保護所、人員体制等について、資料をもとに説明し、意見交

換 

荒 川 区 

○第１回（H29.6.21） 
⇒ 設置計画案の全般的事項について、資料をもとに説明し、意見交

換  
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・児童心理【実践】 

・司法面接 

６．職員採用試験の見直し  

（１） 各区等が採用選考を実施していた職種「心理」の採用について、平成２９年度か

ら特別区人事委員会（※）が統一選考を実施。 

※ 特別区人事委員会 

   ２３特別区が一部事務組合方式により連合して設置した人事委員会。 

（２） 経験者採用試験・選考における対象職種を拡大し、平成２９年度の経験者採用試

験・選考から職種「福祉」を追加。 

（３） 上記の職員採用試験の見直しに加え、現行の任期付職員採用選考制度を活用して、

児童福祉司スーパーバイザー候補者や児童相談所長候補者を採用している区も存在。 

７．児童相談所設置計画案のモデル的確認作業の実施  

（１） 平成２９年６月から、東京都と３区（世田谷区・荒川区・江戸川区）との間で、

「児童相談所設置計画案のモデル的確認作業」を開始し、３区の調整状況を他区に

フィードバックし、設置希望区全体で共有。 

世田谷区 

○第１回（H29.6.16） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

    ※移管後の児童相談行政の体制、児童相談所・一時保護所の施設整備、

職員確保及び人材育成計画  

○第２回（H29.7.11） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

     ※社会的養護の拡充、夜間休日対応など、第１回の残りの項目  

○第３回（H29.10.25） 
⇒ 一時保護所の整備、人材育成、事務引継ぎ等について、図面等の

資料をもとに説明し、意見交換  

○第４回（H30.1.11） 

⇒ 相談援助活動の流れ、設置市事務、人材育成プログラム等につい

て、資料をもとに説明し、意見交換 

○第５回（H30.7.4） 

⇒ 一時保護所、人員体制等について、資料をもとに説明し、意見交

換 

荒 川 区 

○第１回（H29.6.21） 
⇒ 設置計画案の全般的事項について、資料をもとに説明し、意見交

換  
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・児童心理【実践】 

・司法面接 

６．職員採用試験の見直し  

（１） 各区等が採用選考を実施していた職種「心理」の採用について、平成２９年度か

ら特別区人事委員会（※）が統一選考を実施。 

※ 特別区人事委員会 

   ２３特別区が一部事務組合方式により連合して設置した人事委員会。 

（２） 経験者採用試験・選考における対象職種を拡大し、平成２９年度の経験者採用試

験・選考から職種「福祉」を追加。 

（３） 上記の職員採用試験の見直しに加え、現行の任期付職員採用選考制度を活用して、

児童福祉司スーパーバイザー候補者や児童相談所長候補者を採用している区も存在。 

７．児童相談所設置計画案のモデル的確認作業の実施  

（１） 平成２９年６月から、東京都と３区（世田谷区・荒川区・江戸川区）との間で、

「児童相談所設置計画案のモデル的確認作業」を開始し、３区の調整状況を他区に

フィードバックし、設置希望区全体で共有。 

世田谷区 

○第１回（H29.6.16） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

    ※移管後の児童相談行政の体制、児童相談所・一時保護所の施設整備、

職員確保及び人材育成計画  

○第２回（H29.7.11） 
⇒ 設置計画案（※）について、資料をもとに説明し、意見交換  

     ※社会的養護の拡充、夜間休日対応など、第１回の残りの項目  

○第３回（H29.10.25） 
⇒ 一時保護所の整備、人材育成、事務引継ぎ等について、図面等の

資料をもとに説明し、意見交換  

○第４回（H30.1.11） 

⇒ 相談援助活動の流れ、設置市事務、人材育成プログラム等につい

て、資料をもとに説明し、意見交換 

○第５回（H30.7.4） 

⇒ 一時保護所、人員体制等について、資料をもとに説明し、意見交

換 

荒 川 区 

○第１回（H29.6.21） 
⇒ 設置計画案の全般的事項について、資料をもとに説明し、意見交

換  
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○第２回（H29.8.28）  
⇒ 一時保護所の整備及び運営について、図面等の資料をもとに説明

し、意見交換  

○第３回（H29.9.11）  

⇒ 相談対応の流れ、人材確保・育成計画等について、資料をもとに

説明し、意見交換  

○第４回（H29.11.14）  

⇒ 社会的養護等の体制整備等について、資料をもとに説明し、意見

交換 

○第５回（H30.2.2）  

⇒ 職員の確保・育成策、児童相談所システムの導入等について、資

料をもとに説明し、意見交換 

○第６回（H30.6.28）  

⇒ 設置計画案について、資料をもとに説明し、意見交換 

江戸川区 

○第１回（H29.6.7） 
⇒ 設置計画案の全般的事項について、資料をもとに説明し、意見交

換  

○第２回（H29.8.2） 
⇒ 児童相談行政の体制について、資料をもとに説明し、意見交換  

○第３回（H29.8.22） 

⇒ 一時保護所の整備及び運営について、図面等の資料をもとに 説

明し、意見交換  

○第４回（H29.12.25） 

⇒ 職員確保・人材育成、相談援助活動等の流れ等について、資料を

もとに説明し、意見交換  

○第５回（H30.2.8） 

⇒ 社会的養護の整備等について、資料をもとに説明し、意見交換 

○第６回（H30.5.29） 

 ⇒ 設置計画案について、資料をもとに説明し、意見交換 

○第７回（H30.7.25） 

 ⇒ 設置計画案について、資料をもとに説明し、意見交換 

 

（２） 上記確認作業と併せて、東京都が全区を対象に、「児童相談所運営にかかる勉強会」

を開催。 
 

第１回 

（H29.6.21） 

【テーマ】児童相談所における児童虐待相談対応について 

【講 師】児童相談センター 影山 児童福祉相談担当課長 
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第２回 

（H29.8.7） 

【テーマ】児童相談所における非行相談対応について 

【講 師】児童相談センター 坂本 児童福祉相談専門課長 

第３回 

（H29.9.6） 

【テーマ】社会的養護について 

【講 師】少子社会対策部  竹中 育成支援課長 

児童相談センター 山元 児童福祉相談専門課長 

第４回 

（H29.10.5） 

【テーマ】児童相談所における人材育成について 

【講 師】少子社会対策部  西尾 計画課長 

児童相談センター 大友 児童福祉専門課長 

児童相談センター 西澤 児童心理専門課長 

第５回 

（H30.1.24） 

【テーマ】一時保護所について 

【講 師】児童相談センター 久保田 保護一課長 

児童相談センター 網 谷 保護一課課長代理 

（指導担当） 

児童相談センター 水 嶋 保護二課課長代理 

（西部保護担当） 

第６回 

（H30.7.9） 

【テーマ】児童相談所設置市事務について 

     ・母子医療助成担当の体制 

     ・小児慢性特定疾病医療費助成制度 

     ・結核児童療育給付制度 

     ・入院助産制度 

【講 師】少子社会対策部 楠 家庭支援課課長代理（母子医療助成担当）  

 

８．特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会  

平成３０年５月から、入所施設や一時保護所の広域調整に係る事項の協議を行うため、

都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会」

を設置し、検討を開始。 

回（年月日） 検討内容 

第１回 

（H30.5.24） 

○検討事項及び検討スケジュールの確認 

○意見交換 など 

第２回 

（H30.7.3） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム） 

第３回 

（H30.8.22） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム、障害児施設） 

○里親 
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第２回 

（H29.8.7） 

【テーマ】児童相談所における非行相談対応について 

【講 師】児童相談センター 坂本 児童福祉相談専門課長 

第３回 

（H29.9.6） 

【テーマ】社会的養護について 

【講 師】少子社会対策部  竹中 育成支援課長 

児童相談センター 山元 児童福祉相談専門課長 

第４回 

（H29.10.5） 

【テーマ】児童相談所における人材育成について 

【講 師】少子社会対策部  西尾 計画課長 

児童相談センター 大友 児童福祉専門課長 

児童相談センター 西澤 児童心理専門課長 

第５回 

（H30.1.24） 

【テーマ】一時保護所について 

【講 師】児童相談センター 久保田 保護一課長 

児童相談センター 網 谷 保護一課課長代理 

（指導担当） 

児童相談センター 水 嶋 保護二課課長代理 

（西部保護担当） 

第６回 

（H30.7.9） 

【テーマ】児童相談所設置市事務について 

     ・母子医療助成担当の体制 

     ・小児慢性特定疾病医療費助成制度 

     ・結核児童療育給付制度 

     ・入院助産制度 

【講 師】少子社会対策部 楠 家庭支援課課長代理（母子医療助成担当）  

 

８．特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会  

平成３０年５月から、入所施設や一時保護所の広域調整に係る事項の協議を行うため、

都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会」

を設置し、検討を開始。 

回（年月日） 検討内容 

第１回 

（H30.5.24） 

○検討事項及び検討スケジュールの確認 

○意見交換 など 

第２回 

（H30.7.3） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム） 

第３回 

（H30.8.22） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム、障害児施設） 

○里親 
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第２回 

（H29.8.7） 

【テーマ】児童相談所における非行相談対応について 

【講 師】児童相談センター 坂本 児童福祉相談専門課長 

第３回 

（H29.9.6） 

【テーマ】社会的養護について 

【講 師】少子社会対策部  竹中 育成支援課長 

児童相談センター 山元 児童福祉相談専門課長 

第４回 

（H29.10.5） 

【テーマ】児童相談所における人材育成について 

【講 師】少子社会対策部  西尾 計画課長 

児童相談センター 大友 児童福祉専門課長 

児童相談センター 西澤 児童心理専門課長 

第５回 

（H30.1.24） 

【テーマ】一時保護所について 

【講 師】児童相談センター 久保田 保護一課長 

児童相談センター 網 谷 保護一課課長代理 

（指導担当） 

児童相談センター 水 嶋 保護二課課長代理 

（西部保護担当） 

第６回 

（H30.7.9） 

【テーマ】児童相談所設置市事務について 

     ・母子医療助成担当の体制 

     ・小児慢性特定疾病医療費助成制度 

     ・結核児童療育給付制度 

     ・入院助産制度 

【講 師】少子社会対策部 楠 家庭支援課課長代理（母子医療助成担当）  

 

８．特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会  

平成３０年５月から、入所施設や一時保護所の広域調整に係る事項の協議を行うため、

都区の課長級職員で構成する「特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会」

を設置し、検討を開始。 

回（年月日） 検討内容 

第１回 

（H30.5.24） 

○検討事項及び検討スケジュールの確認 

○意見交換 など 

第２回 

（H30.7.3） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム） 

第３回 

（H30.8.22） 

○入所施設（児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、自立援助

ホーム、障害児施設） 

○里親 
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児
童

相
談

所
の

あ
り

方
検

討
資

料
１

 児
童

相
談

所
の

設
置

主
体

２
 都

児
童

相
談

所
に

お
け

る
現

状
の

課
題

３
 区

が
児

童
相

談
所

を
持

つ
意

義

●
児

童
福

祉
法

第
１

２
条

都
道

府
県

は
、

児
童

相
談

所
を

設
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

①
都

道
府

県

●
児

童
福

祉
法

第
５

９
条

の
４

第
１

項

こ
の

法
律

中
都

道
府

県
が

処
理

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

事
務

で
政

令
で

定
め

る
も

の
は

、
地

方
自

治
法

第
２
５
２
条

の
１
９
第

１
項

の
指

定
都

市
及

び
同

法
第

２
５
２
条

の

２
２
第

１
項

の
中

核
市

並
び

に
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
市

と
し

て
政

令
で

定
め

る
市

（
児

童
相

談
所

設
置

市
）
に

お
い

て
は

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

指
定

都
市

若
し
く
は
中

核
市

又
は

児
童

相
談

所
設

置
市

が
処

理
す

る
も
の
と
す
る
。
（
以

下
、
略

）

●
児

童
福

祉
法

施
行

令
第

４
５

条
の

２

法
第

５
９
条

の
４
第

１
項

の
政

令
で
定

め
る
市

は
、

横
須

賀
市

、
金

沢
市

及
び

熊
本

市
と
す
る
。

●
平

成
２

０
年

８
月

２
９

日
付

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
総

務
課

長
通
知

「
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
市
に

つ
い

て
」

２
国

に
お

け
る
政

令
指

定
の
手

続
き
に
つ

い
て

国
は

、
児

童
相

談
所

設
置

市
へ

の
移

行
を

希
望

す
る

市
か

ら
政

令
指

定
の

要
請

が
あ

っ
た

際
に

は
、

希
望

市
に

お
け

る
事

務
執

行
体

制
や

希
望

市
と

都
道

府
県

の
連

携
体

制
等

に
つ

い
て

支
障

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
、

速
や

か
に

政
令

指
定

に
必

要
な

手
続

を
行

う
こ
と
。

③
児
童

相
談
所
設
置
市
（
横
須
賀
市
、
金
沢
市
、
熊
本
市
）

②
指
定
都
市

◆
課
題
・問

題
点

≪
児

童
相

談
所

の
対

応
に

つ
い

て
≫

○
子
ど
も
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

に
対

し
て
、
児

童
の
状

況
等

に
つ

い
て
の
問

い
合

わ
せ

や
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
等

を
行

わ
な
か
っ
た
。

○
区

市
町

村
に
よ
っ
て
虐

待
対

応
の
成

熟
度

は
異

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
認

識
し
て

い
な
が
ら
、
実

態
に
即

し
た
適

切
な
支

援
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

○
児

童
相

談
所

の
職

員
が
、
子

ど
も
家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー

の
受

理
会

議
に
出

席
し
助

言
を
行

っ
た
こ
と
が
な
い
な
ど
、

ス
ー

パ
ー

バ
イ
ズ
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

≪
共

通
し

た
問

題
点

≫

○
子

ど
も
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

や
児

童
相

談
所

は
、
児

童
と
直

接
会

っ
て
お

ら
ず

、
小

学
校

や
医

療
機

関
も
児

童
か
ら
直

接
事

情
を
聴

く
こ
と
が
な
か
っ
た
。

○
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
小

学
校

に
、

児
童

相
談

所
は

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
に

そ
れ

ぞ
れ

支
援

を
任

せ
き

り
に

し
て

い
た

。

○
関

係
機

関
の

連
携

が
不

十
分

で
、

情
報

が
共

有
で

き
て

い
な

か
っ

た
。

◆
提
言

≪
児

童
相

談
所

の
取

組
に

つ
い

て
≫

○
「
情

報
提

供
」
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後

の
対

応
状

況
を
定

期
的

に
確

認
す

る

な
ど
、
進

行
管

理
を
行

う
こ
と
。

○
子

ど
も
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

の
相

談
援

助
の
実

態
を
調

査
し
、
実

情
に
応
じ
た
支
援

を
実

施
す

る
こ
と
。

○
子

ど
も
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

の
受

理
会

議
等

に
参

加
し
、
助

言
指

導
を
行

う
な
ど
、

区
市

町
村

の
専

門
性

強
化

を
支

援
す

る
こ
と
。

東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
「
児
童
虐
待
死
亡
ゼ
ロ
を
目
指
し
た
支

援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
江
戸
川
区
事
例

最
終
報
告
）
」

（
平
成
2
2
年
5
月
1
1
日
）
よ
り
作
成

【
課
題
１
】
増
え
続
け
る
虐
待
相
談
件
数
、
重
篤
化
す
る
ケ
ー
ス
内
容
へ
の

迅
速
的
確
な
対
応

○
専

門
性

を
支

え
る
人

材
の
育

成
（
児

童
相

談
所

）

⇒
基

幹
職

員
の
育

成
、
若

手
職

員
の
専

門
性

の
強

化

○
子

供
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー

の
体

制
や

対
応
力

の
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ

○
警

察
等

と
の
連

携
強

化

【
課

題
２

】
関
係

機
関
の

埋
ま

ら
な
い

隙
間
で

生
じ

る
重
大

事
例

○
児

童
相

談
所

と
子

供
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
、

他
県

児
童

相
談

所
間

で
の

連
携

強
化

○
学

校
、

医
療

機
関

な
ど

独
立

性
の

強
い

機
関

と
児

童
相

談
所

・
子

供
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

と
の

連
携

強
化

○
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

一
層

の
活

用

【
課
題
３
】
虐
待
の
未
然
防
止
策
が
進
展
し
て
い
な
い

○
乳

幼
児

は
ハ
イ
リ
ス
ク
「
生

命
の
危

機
あ
り
」

⇒
４
割

が
０
歳

児
、
６
割

が
０
歳
～

２
歳

児

○
育

児
疲

れ
、
子

育
て
不

安
群

の
フ
ォ
ロ
ー

の
徹

底
（虐

待
要

因
の
１
７
％

）

○
特

定
妊

婦
へ

の
対

応

平
成
2
3
年
度
第
2
回
東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
（
平
成
2
3
年
6
月
1
4
日
）

資
料
５
「
児
童
虐
待

地
域
・
現
場
で
の
対
応
力
の
さ
ら
な
る
強
化
に
向
け
て

（
仮
称
）
」
よ
り
作
成

＜
H
2
3
.
3
.
31
住

民
基

本
台
帳

人
口
＞

横
須

賀
市
：

4
2
3
,
82
1
人

金
沢

市
：

4
4
5
,1
0
0
人

熊
本

市
：

7
2
4
,
77
3
人

（
H
2
4
.
4
.1
 
指

定
都

市
移
行

予
定
）

◇
児

童
相

談
所

の
体

制
強

化

⇒
児

童
福

祉
司

H
13

年
度

：
10

6名
→
H
23

年
度

：
18

3名

［
参

考
］

◇
虐

待
相

談
件

数

⇒
都

：
4,
45

0件
（
H
22

年
度

）

※
前

年
度

比
約

1.
4倍

区
市

町
村

は
、
H
21

年
度

5,
51

0件
）


責

任
が

明
確

化
し

、
区

が
主

体
的

に
一

貫
し

て
、

子
ど

も
の

権
利

を
守

る
こ

と
が

で
き

る
。


区

民
の

視
点

で
は

、
区

に
一

元
化

さ
れ

る
こ

と
で

分
か

り
や

す
く
な

り
、

児
童

相
談

所
が

身
近

に
な

る
。

行
政

側

と
し

て
も

通
報

な
ど

の
情

報
の

錯
綜

が
避

け
ら

れ
、

的

確
に

対
応

で
き

る
。


区

が
保

有
す

る
税

情
報

、
福

祉
・
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

受

給
状

況
な

ど
の

情
報

を
活

か
す

こ
と

で
、

子
ど

も
や

保

護
者

等
の

状
況

を
迅

速
・
総

合
的

に
把

握
で

き
る

た
め

、

総
合

的
な

相
談

対
応

が
で

き
る

。


一

つ
の

相
談

事
例

の
中

に
は

複
合

的
な

問
題

が
あ

る

の
で

、
保

健
所

、
保

育
園

、
学

校
、

児
童

委
員

、
福

祉

事
務

所
な

ど
関

係
部

署
と

の
連

携
を

活
か

す
こ

と
が

で

き
、

幅
広

い
支

援
体

制
が

組
め

る
。


児

童
虐

待
や

子
ど

も
の

非
行

な
ど

課
題

の
共

有
化

が

進
む

こ
と

で
、

保
健

、
保

育
、

教
育

、
福

祉
等

の
各

部

門
と

の
連

携
が

緊
密

に
な

り
、

早
期

に
総

合
的

な
ア

プ

ロ
ー

チ
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。


予

防
の

視
点

を
持

っ
て

早
い

段
階

か
ら

係
わ

る
こ

と
で

、

重
篤

な
虐

待
ケ

ー
ス

に
陥

る
こ

と
を

未
然

に
防

ぎ
な

が

ら
、

在
宅

で
の

見
守

り
を

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
。


地

域
を

熟
知

し
た

区
が

担
う

こ
と

で
、

地
域

性
を

踏
ま

え

て
子

ど
も

の
状

況
を

捉
え

る
た

め
、

関
係

部
署

で
危

機

感
を

共
有

し
や

す
く
、

き
め

細
や

か
な

対
応

が
で

き
る

。

 １
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＜
法

定
要

件
を

満
た

す
職

員
の

配
置

＞
＜

継
続

的
な

人
材

の
育

成
＞

 【
対

応
の

方
向

性
】

・
区

が
保

有
す

る
保

健
師

、
保

育
士

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

等
の

活
用

を
含

め
、

長
期

的
視

点
で

人
材

育
成

を
図

る
。

・
都

に
対

し
て

、
派

遣
や

人
事

交
流

の
支

援
を

求
め

る
。

５
 児

童
相

談
所

を
区

へ
移

管
す

る
際

の
課

題
と

対
応

の
方

向
性

４
 東

京
の

児
童

相
談

の
現

状
　

～
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

と
児

童
相

談
所

の
関

係
～

 【
課

題
３

】
専

門
的

人
材

の
確

保
・
相

談
対

応
力

の
強

化
 【

課
題

４
】
都

と
の

役
割

分
担

・
連

携

[現
状

]　
都

：
経

験
年

数
の

浅
い

職
員

が
増

え
て

い
る

　
　

　
　

　
区

：
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
レ

ベ
ル

差
が

あ
る

・
都

の
児

童
福

祉
司

（
特

別
区

の
区

域
の

児
相

）
　

１
２

４
名

・
都

の
児

童
心

理
司

（
　

同
　

）
　

４
３

名
・
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

相
談

担
当

職
員

　
2
2
1
名

　
　

　
　

　
　

　
う

ち
児

童
福

祉
司

任
用

資
格

者
　

1
1
3
名

[現
状

]　
東

京
独

自
の

制
度

と
し

て
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

が
設

置
さ

れ
、

児
童

相
談

所
と

の
連

携
に

つ
い

て
は

東
京

ル
ー

ル
に

従
い

、
虐

待
対

応
を

含
め

か
な

り
の

部
分

を
区

が
担

っ
て

い
る

。

＜
施

設
入

所
な

ど
広

域
的

な
調

整
＞

＜
中

央
児

童
相

談
所

の
専

門
的

な
支

援
機

能
の

活
用

＞

 【
対

応
の

方
向

性
】

 都
と

協
議

の
う

え
整

理
し

て
い

く
。

＜
施

設
整

備
・
財

政
負

担
＞

児
童

相
談

所
に

同
じ

＜
施

設
規

模
と

需
要

の
問

題
＞

○
相

談
業

務
の

実
効

性
を

担
保

す
る

た
め

に
は

、
各

区
が

自
由

に
使

え
る

一
時

保
護

機
能

を
持

つ
必

要
が

あ
る

。

 【
対

応
の

方
向

性
】

 区
が

総
合

力
を

発
揮

し
な

が
ら

一
貫

し
て

相
談

か
ら

措
置

ま
で

を
行

う
た

め
に

は
、

１
区

に
１

所
配

置
す

る
。

 【
対

応
の

方
向

性
】

 児
童

相
談

機
能

の
一

部
を

担
う

場
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
相

互
利

用
や

機
能

分
担

を
考

え
て

い
く
。

 【
課

題
１

】
児

童
相

談
所

(本
体

）
の

設
置

[現
状

]　
都

の
児

童
相

談
所

が
あ

る
区

　
…

　
新

宿
（
セ

ン
タ

ー
）
、

墨
田

、
品

川
、

世
田

谷
、

杉
並

、
北

、
足

立
の

７
カ

所

＜
施

設
整

備
・
財

政
負

担
＞

○
既

存
施

設
の

扱
い

を
含

め
た

児
童

相
談

所
の

整
備

○
新

規
の

整
備

費
用

及
び

運
営

経
費

＜
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

と
の

関
係

＞
○

強
権

発
動

的
な

機
能

を
有

す
る

児
童

相
談

所
と

支
援

機
能

を
メ

イ
ン

と
す

る
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
位

置
づ

け
の

整
理

 【
課

題
２

】
一

時
保

護
所

の
設

置

[現
状

]　
都

の
一

時
保

護
所

が
あ

る
区

　
…

　
新

宿
（
セ

ン
タ

ー
）
、

足
立

、
練

馬
（
西

部
）
の

３
カ

所
　

定
員

１
１

２
名

※
都

は
全

国
的

に
見

て
定

員
が

少
な

く
、

常
に

供
給

不
足

※
直

営
が

基
本

で
、

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

を
準

用

＜
連

携
＞

特
別

区
区

市
町

村
は

、
児

童
家

庭
相

談
の

一
義

的
な

窓
口

を
担

い
必

要
な

援
助

を
行

う
（
平

成
1
7
年

施
行

改
正

児
童

福
祉

法
第

1
0
条

）
※

虐
待

の
未

然
防

止
・
早

期
発

見
機

能
の

強
化

住
民

記
録

な

ど
基

本
情

報

○
在

宅
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

・
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

、
育

児
支

援
ヘ

ル
パ

ー
な

ど
○

軽
度

の
虐

待
へ

の
見

守
り

サ
ポ

ー
ト
支

援
○

虐
待

防
止

支
援

の
た

め
の

訪
問

○
地

域
組

織
活

性
化

事
業

○
養

育
家

庭
制

度
の

普
及 な
ど

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
(東

京
都

独
自

の
制

度
）

全
区

で
先

駆
型

を
設

置
（計

3
2
カ

所
）

児
童

本
人

○
措

置
費

等
に

関
す

る
事

務
○

療
育

手
帳

等
に

係
る

判
定

業
務

な
ど

児
童

相
談

所

東
京

都

●
：
後

方
支

援
、

専
門

性
強

化
○

電
話

相
談

（
夜

間
、

土
、

日
、

祝
日

）
◆

：
広

域
調

整
○

夜
間

の
緊

急
相

談
、

通
告

の
受

付
（
警

察
か

ら
の

身
柄

通
告

等
に

よ
る

一
時

保
護

依
頼

受
付

等
）

●
治

療
指

導
事

業
の

実
施

●
他

の
児

童
相

談
所

へ
の

援
助

（医
学

診
断

、
臨

床
検

査
）

●
児

童
相

談
所

職
員

等
の

研
修

◆
施

設
入

所
措

置
等

の
調

整
（
知

的
障

害
児

施
設

、
一

時
保

護
所

、
里

親
選

定
等

）
そ

の
他

子
ど

も
家

庭
総

合
セ

ン
タ

ー
（
仮

称
）

平
成

２
４

年
度

開
設

予
定

＜
東

京
都

の
中

央
児

童
相

談
所

機
能

＞

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
は

、
専

門
性

の
高

い
困

難
事

例
へ

の
対

応
、

区
市

町
村

の
後

方
支

援

に
役

割
を

重
点

化
（
平

成
1
7
年

施
行

改
正

児
童

福
祉

法
第

1
1
条

）

児
童

福
祉

審
議

会

児
童

養
護

施
設

等
の

受
入

枠
と

機
能

強
化

児
童

自
立

支
援

施
設

の
設

置
（
必

置
）

＜
連

携
＞

●
情

報
収

集

●
技

術
的

援
助

●
協

力
依

頼

・
研

修
実

施

・
職

員
派

遣

（
一

部
の

区
）

●
情

報
提

供
●

援
助

要
請

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

家
族

地
域

住
民

民
生

・
児

童
委

員
相

談 ・
通

告
警

察

保
健

所
・
保

健
セ

ン
タ

ー

保
育

園

福
祉

事
務

所

児
童

館

学
童

ク
ラ

ブ

教
育

委
員

会

小
中

学
校

児
童

養
護

施
設

等

N
P
O

等

＜
送

致
＞

※
区

で
は

対
応

で
き

な
い

法
的

権
限

や
児

童
相

談
所

機
能

を
必

要
と

す
る

場
合

◇
立

入
調

査
◇

一
時

保
護

◇
判

定
◇

施
設

入
所

措
置

な
ど

医
療

機
関

＜
児

童
相

談
の

流
れ

＞

(情
報

収
集

）

相
談

の
受

付
・相

談

・要
保

護
の

通
告

・警
察

等
か

ら
の

送
致

社
会

診
断

心
理

診
断

医
学

診
断

行
動

診
断

そ
の

他
の

診
断

緊
急

受
理

会
議

判
定

（
判

定
会

議
）

援
助

方
針

会
議

援
助

方
針

の
決

定
※

○
緊

急
保

護

…
単

純
養

護
、

虐
待

対
応

、
触

法
少

年
な

ど

○
行

動
観

察

○
短

期
入

所
指

導

…
施

設
入

所
児

童
の

不
適

応
対

応
な

ど

・
生

活
指

導

・
レ

ク
リ
エ

ー
シ

ョ
ン

・
食

事
の

提
供

・
健

康
管

理

・
学

習
指

導
な

ど

観
察

会
議

一
時

保
護

所

受
理

会
議

調
査

一
時

保
護

行
動

観
察

援
助

実
行

・
在

宅
指

導

・
施

設
入

所

・
里

親
委

託

・
家

裁
送

致

な
ど

相
談

の
受

付
受

理
会

議
調

査

（
情

報
収

集
）

ア
セ

ス
メ

ン
ト

支
援

計
画

作
成

・
実

施

里
親

に
関

す
る

事
務

認
定

諮
問

・
答

申

◆
児

童
福

祉
に

関
す

る
事

務

・
児

童
委

員
の

指
揮

監
督

・
障

害
児

施
設

給
付

費
支

給
・
児

童
福

祉
施

設
の

認
可

・
自

立
援

助
ホ

ー
ム

事
業

開
始

届
の

受
理

・
認

可
外

保
育

施
設

設
置

届
出

の
受

理
・
小

児
慢

性
疾

患
医

療
の

認
定

給
付

・
指

定
療

育
機

関
の

指
定 な

ど

※
援

助
方

針
と

保
護

者
の

意
見

が
異

な
る

場
合

な
ど

●
情

報
収

集

●
助

言
・
支

援

●
情

報
提

供
●

相
談

・
通

告

区
の

関
係

部
署

連
携

に
よ

る
支

援

人
事

異
動

（
社

会
福

祉
主

事

保
健

師

保
育

士
な

ど
）

 ２
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特
別
区
児

童
相
談
所

移
管
モ

デ
ル

の
ポ

イ
ン
ト
�

 

 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �    

                                          

【
基
本
的
な
考
え
方
】
�

１
�
移
管
の
方
法
�

○
 児

童
福
祉

法
等
の

改
正
に
よ

り
、
児

童
相

談
所
設
置

市
を
目

指
す

。
 

２
�
児
童
相
談
所
�

○
 １

区
１
所

。
 

３
�
一
時
保
護
所
�

○
 １

区
１
所
。

た
だ

し
、
必
要

に
応
じ

て
共

同
設
置
も

検
討
。

 

４
�
人
材
育
成
�

○
�
職
員

を
、
順

次
、

児
童
相
談

所
に
派

遣
し

、
具
体
的

な
事
務

の
ノ

ウ
ハ
ウ
を

習
得
。

 
移
管
当
初

は
、
都

か
ら

児
童
相
談

所
経
験

者
の

派
遣
を
受

入
。

 
○
�
児

童
福

祉
司

は
、

子
ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー
相

談
員

や
保

健
師

、
保
育

士
等

を
活

用
し

、
 

計
画
的
に

育
成
。

 
○
�
児
童

心
理
司

は
、

心
理
職
を

計
画
的

に
任

用
し
、
子

ど
も
関

連
部

署
で
育
成

。
 

２
３
区
で

職
員
を

確
保

。
 

５
�
児
童
相
談
所
設
置
市
の
事
務
等
�

○
�
児
童

相
談
所

設
置

市
の
事
務

は
、
各

区
で

実
施
。

た
だ
し
、

広
域

的
・
統
一

的
判
断

を
要

 
す
る
事
務

や
特
に

高
度

な
専
門
的

知
識
を

要
す

る
事
務
等

に
つ
い

て
は

、
23

区
が
連
携

し
て

 
実
施
す
る

こ
と
も

検
討

。
 

○
�
子
ど

も
家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー

の
機
能

の
う

ち
、
虐
待

対
応
に

つ
い

て
は
基
本

的
に
児

童
相

談
 

所
が
担
当

。
そ
の

他
子

育
て
支
援

に
関
す

る
こ

と
は
、
各

区
の
実

情
に

応
じ
、
区

内
の
関

係
所

 
管
課
を
含

め
、
児

童
相

談
所
の
移

管
に
向

け
た

児
童
相
談

体
制
の

見
直

し
の
中
で

検
討
。

 
 【
移
管
モ
デ
ル
（規
模
別
モ
デ
ル
）】
�

○
 2

3
区

を
人
口

規
模

別
に
大
規

模
・
中

規
模

・
小
規
模

の
３
つ

に
分

け
て
試
算

。
 

○
 職

員
配
置

や
一
時

保
護
所
の

定
員

の
基
準

は
「
指
定

都
市
・

児
童

相
談
所
設

置
市
の

平
均

」
。

 

○
 主

な
試
算
項

目
 

・
児
童
相

談
所
・

一
時

保
護
所
の

職
員
配

置
�

�
・
児
童

福
祉
司

・
児

童
心
理
司

の
人
数

 

・
一
時
保

護
所
の

定
員

�
�
�
�

�
�
�

�
�

�
・
財
政

規
模
（

建
設

費
、
運
営

軽
費
な

ど
）

 

�
移

管
モ

デ
ル

�

１
�
相
談
件
数
や
困
難
事
例
の
増
加
等
に
よ
り
、
児
童
福
祉
司
が
不
足
し
て
い
る
�

２
�
一
時
保
護
所
の
定
員
が
不
足
し
て
い
る
�

３
�
児
童
相
談
所
と
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
狭
間
に
落
ち
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
�

４
�
通
告
・
相
談
先
が
２
カ
所
あ
る
た
め
、
わ
か
り
に
く
い
�

５
�
二
元
体
制
に
よ
り
、
時
間
の
ロ
ス
と
認
識
に
温
度
差
が
生
じ
る
�

�
現

行
体

制
上

の
課

題
・

問
題

点
�

         １
�
児
童
相
談
体
制
の
充
実
・強
化
�

児
童
福
祉
司
・児
童
心
理
司
の
配
置
の
充
実
、
一
時
保
護
所
の
定
員
拡
充
、
広
域
自
治
体
と
し
て
�

の
東
京
都
と
の
連
携
（特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
に
関
す
る
技
術
的
援

助
や
助
言
等
）に
よ
り
、
児
童
相
談
体
制
を
充
実
・
強
化
。
�

２
�
責
任
や
窓
口
の
明
確
化
�

区
民
や
関
係
機
関
か
ら
通
告
・相
談
先
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
、
児
童
相
談
所
が
身
近
に
。
ま
た
、

通
告
な
ど
の
情
報
の
錯
綜
を
な
く
し
、
責
任
と
窓
口
の
所
在
を
明
確
化
。
�

３
�
一
貫
し
た
支
援
体
制
の
構
築
�

虐
待
の
未
然
防
止
を
は
じ
め
、
早
期
発
見
、
相
談
・調
査
・
保
護
・
再
統
合
、
そ
の
後
の
見
守
り
、
里

親
・
養
護
施
設
な
ど
社
会
的
養
護
の
必
要
な
子
ど
も
へ
の
対
応
等
、
切
れ
目
の
な
い
一
貫
し
た
支
援

体
制
を
構
築
。
�

４
�
総
合
的
な
ｱ
ﾌ
ﾟﾛ
ｰ
ﾁ
の
実
施
�

保
健
所
、
保
育
園
、
学
校
、
障
害
福
祉
所
管
課
、
福
祉
事
務
所
な
ど
、
区
の
関
係
部
署
が
連
携
し

た
幅
広
い
支
援
体
制
を
組
み
、
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
実
施
。
�

５
�
地
域
全
体
に
よ
る
見
守
り
体
制
の
充
実
�

区
民
に
身
近
な
特
別
区
が
地
域
の
関
係
機
関
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
状
況
を
的
確
に
把

握
し
な
が
ら
き
め
細
か
に
対
応
、
見
守
り
体
制
を
充
実
。
�

�
特

別
区

が
目

指
す

児
童

相
談

行
政

の
す

が
た

�

○
�
児
童
相
談
所
を
２
３
区
す
べ
て
に
設
置
�
�

�
・児
童
相
談
所
�
�
�
ヵ
所
�
�
�
→
�
��
ヵ
所
�

○
�
児
童
福
祉
司
・児
童
心
理
司
の
配
置
を
充
実
�
�

�
・児
童
福
祉
司
�
�
約
�
��
人
�
→
�
約
��
�
人
�
�

�
・児
童
心
理
司
�
�
約
�
��
人
�
�→
�
約
��
�
人
�

○
�
一
時
保
護
所
の
定
員
を
拡
充
�

�
・定
員
�
�
�
�
�
�
�約

��
�
人
�
→
�
約
�
��
人
�

○
�
す
べ
て
の
相
談
に
対
応
�
�
�
�
�
�

�
・各
区
に
設
置
す
る
児
童
相
談
所
で
、
全
て

の
相
談
に
対
応
�

○
�
一
貫
し
た
対
応
�

�
・各
区
に
設
置
す
る
児
童
相
談
所
が
、
法
的

措
置
か
ら
家
庭
復
帰
後
ま
で
一
貫
し
て
対

応
�

4747
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○
 

平
成

２
６

年
３

月
の

児
童

相
談

所
の

あ
り

方
等

児
童

相
談

行
政

に
関

す
る

検
討

会
に

お
い

て
、

児
童

相

談
所

を
担

う
た

め
の

大
枠

の
方

向
性

を
示

し
た

「
移

管
モ

デ
ル

」
を

提
示

。
 

そ
の

後
、

各
区

で
、

「
移

管
モ

デ
ル

」
を

も
と

に
移

管
の

具
体

化
に

向
け

た
検

討
を

行
う

と
と

も
に

、
移

管

に
あ

た
っ

て
の

２
３

区
共

通
課

題
に

つ
い

て
検

討
。

 

○
 

今
般

、
各

区
に

お
け

る
移

管
の

具
体

化
に

向
け

た
検

討
の

状
況

や
、

移
管

に
あ

た
っ

て
の

２
３

区
共

通

課
題

の
検

討
結

果
等

を
踏

ま
え

、
都

の
見

解
で

示
さ

れ
た

指
摘

項
目

を
含

め
、

「
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考

え
方

を
整

理
。

 

今
後

、
検

討
会

の
中

で
、

先
に

示
さ

れ
た

都
の

見
解

、
こ

れ
に

対
す

る
特

別
区

の
意

見
、

今
回

提
示

す
る

「
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考

え
方

等
を

素
材

に
、

「
児

童
相

談
行

政
の

体
制

の
あ

り
方

」
に

つ
い

て
議

論
し

、
さ

ら
に

検
討

を
深

め
て

い
く

。
 

「
特

別
区

児
童

相
談

所
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
【

概
要

版
】

 

は
じ

め
に

 

１
．

基
本

的
な

考
え

方
 

○
 

開
設

時
に

必
要

と
な

る
職

員
は

、
都

の
児

童
相

談
所

等
へ

の
派

遣
を

通
じ

て
実

務
経

験
を

積
ま

せ
る

こ

と
に

よ
り

確
保

・
育

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
が

、
開

設
当

初
か

ら
一

定
期

間
（
３

年
間

を
目

途
）
は

、
都

か
ら

の
職

員
派

遣
や

都
職

員
の

身
分

切
替

を
要

請
。

 

○
 

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
保

有
職

員
を

確
保

す
る

た
め

、
福

祉
職

の
採

用
を

拡
大

。
 

○
 

児
童

福
祉

司
等

の
職

員
や

児
童

相
談

所
長

は
、

職
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
、

人
事

の
停

滞
解

消
等

を
図

る
た

め
、

２
３

区
間

で
の

派
遣

交
流

及
び

人
事

交
流

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

都
と

の
派

遣
交

流
を

要
請

。
 

○
 

児
童

相
談

所
等

の
職

員
は

、
児

童
相

談
関

連
部

署
へ

の
異

動
を

重
視

し
た

人
事

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

を

行
い

、
関

係
部

署
間

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

を
強

化
。

 

○
 

特
別

区
職

員
研

修
所

に
よ

る
専

門
研

修
の

実
施

や
都

主
催

の
専

門
研

修
等

の
活

用
に

よ
り

、
職

員
の

相
談

対
応

力
等

を
向

上
。

 

２
．

職
員

の
確

保
・

育
成

に
係

る
基

本
的

方
向

性
（

職
種

別
）

 

≪
児

童
福

祉
司

、
児

童
心

理
司

、
一

時
保

護
所

の
職

員
（

児
童

指
導

員
・

保
育

士
）

≫
 

○
 

開
設

時
に

中
核

と
な

る
職

員
は

、
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

、
保

育
士

等

や
新

た
に

採
用

す
る

職
員

の
一

定
数

を
、

開
設

ま
で

の
４

年
の

間
に

、
都

の
児

童
相

談
所

等
へ

派
遣

し

て
実

務
経

験
を

積
ま

せ
る

こ
と

に
よ

り
育

成
。

ま
た

、
派

遣
が

終
了

し
区

へ
戻

っ
た

職
員

は
、

児
童

相
談

所

等
で

習
得

し
た

専
門

知
識

や
ス

キ
ル

を
活

か
す

こ
と

が
で

き
る

児
童

相
談

関
連

部
署

等
へ

配
置

。
 

○
 

移
管

後
、

新
た

に
採

用
す

る
場

合
は

、
現

行
の

採
用

制
度

の
活

用
に

加
え

、
現

行
制

度
で

実
施

し
て

い
な

い
経

験
者

採
用

等
を

実
施

す
る

方
向

で
検

討
。

 

第
１

 
人

材
の

確
保

・
育

成
に

つ
い

て
 

≪
児

童
相

談
所

長
≫

 

○
 

開
設

時
の

所
長

は
、

管
理

職
の

有
資

格
者

か
ら

任
用

す
る

こ
と

を
基

本
に

、
任

期
付

採
用

や
経

験
者

採
用

を
検

討
す

る
ほ

か
、

都
か

ら
の

職
員

派
遣

を
要

請
。

 

≪
児

童
福

祉
司

・
児

童
心

理
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

≫
 

○
 

開
設

後
の

児
童

福
祉

司
の

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

は
、

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
や

生
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
経

験
者

等
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

ま
た

、
児

童
心

理
司

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー

候
補

職
員

は
、

区
に

在
職

す
る

職
員

及
び

新
た

に
採

用
す

る
心

理
職

の
職

員
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

開

設
ま

で
の

４
年

間
、

都
の

児
童

相
談

所
に

派
遣

し
て

実
務

経
験

を
積

ま
せ

る
こ

と
に

よ
り

育
成

。
 

○
 

開
設

時
か

ら
一

定
期

間
は

、
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

、
都

か
ら

の
職

員
派

遣
を

要
請

し
、

こ
の

間
に

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

が
都

職
員

の
派

遣
終

了
後

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

の
役

割
を

担

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

育
成

。
 

第
２

 
社

会
的

養
護

の
拡

充
に

つ
い

て
 

１
．

基
本

的
な

考
え

方
 

○
 

国
が

示
す

「
家

庭
養

護
（
里

親
等

）
、

家
庭

的
養

護
（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
）
、

施
設

養
護

の
各

構
成

比

を
１

／
３

に
す

る
」
こ

と
を

将
来

的
な

目
標

と
し

て
、

現
段

階
か

ら
、

多
様

な
地

域
資

源
を

活
用

し
た

里
親

登
録

者
増

加
の

取
組

や
、

用
地

の
確

保
・
提

供
な

ど
、

都
と

の
連

携
・
協

力
に

よ
る

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
誘

致
の

取
組

等
を

実
施

し
、

社
会

的
養

護
を

充
実

、
強

化
。

 

○
 

現
在

、
都

が
利

用
し

て
い

る
児

童
養

護
施

設
等

は
、

他
道

府
県

の
先

行
事

例
を

参
考

に
、

定
員

協
定

の
締

結
等

に
よ

り
、

都
と

特
別

区
で

利
用

。
 

２
．

家
庭

養
護

（
里

親
・

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

）
 

≪
家

庭
養

護
（

里
親

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）

の
基

本
的

方
向

性
≫

 

○
 

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
で

き
る

強
み

を
活

か
し

て
里

親
等

委
託

率
向

上
の

た
め

の
取

組
を

重
点

的

に
行

う
な

ど
、

家
庭

養
護

（
里

親
・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）
を

強
力

に
推

進
。

 

○
 

里
親

家
庭

に
対

す
る

子
育

て
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

や
、

児
童

相
談

所
を

中
心

に
区

全
体

で
里

親
家

庭
を

支
援

・
フ

ォ
ロ

ー
す

る
体

制
を

整
備

す
る

な
ど

、
里

親
家

庭
が

子
育

て
し

や
す

い
環

境
作

り
を

行
う

。
 

≪
里

親
登

録
数

の
向

上
に

向
け

た
取

組
、

里
親

へ
の

支
援

≫
 

○
 

保
育

マ
マ

や
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト
、

シ
ョ

ー
ト
ス

テ
イ

の
協

力
家

庭
の

担
当

部
署

か
ら

里
親

に
適

し
て

い

る
家

庭
を

推
薦

す
る

仕
組

み
を

作
り

、
週

末
ホ

ー
ム

ス
テ

イ
等

の
短

期
里

親
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

里
親

登
録

に
つ

な
げ

て
い

く
。

 

○
 

里
親

家
庭

が
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

や
す

く
な

る
よ

う
な

制
度

や
事

業
を

整
備

、
実

施
し

、
里

親
家

庭
の

良
好

な
子

育
て

環
境

を
醸

成
。

〔
例

：
幼

稚
園

・
保

育
園

の
入

園
決

定
時

の
配

慮
、

レ
ス

パ
イ

ト

ケ
ア

（
里

親
の

一
時

的
な

休
息

の
た

め
の

援
助

）
の

た
め

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

〕
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○
 

平
成

２
６

年
３

月
の

児
童

相
談

所
の

あ
り

方
等

児
童

相
談

行
政

に
関

す
る

検
討

会
に

お
い

て
、

児
童

相

談
所

を
担

う
た

め
の

大
枠

の
方

向
性

を
示

し
た

「
移

管
モ

デ
ル

」
を

提
示

。
 

そ
の

後
、

各
区

で
、

「
移

管
モ

デ
ル

」
を

も
と

に
移

管
の

具
体

化
に

向
け

た
検

討
を

行
う

と
と

も
に

、
移

管

に
あ

た
っ

て
の

２
３

区
共

通
課

題
に

つ
い

て
検

討
。

 

○
 

今
般

、
各

区
に

お
け

る
移

管
の

具
体

化
に

向
け

た
検

討
の

状
況

や
、

移
管

に
あ

た
っ

て
の

２
３

区
共

通

課
題

の
検

討
結

果
等

を
踏

ま
え

、
都

の
見

解
で

示
さ

れ
た

指
摘

項
目

を
含

め
、

「
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考

え
方

を
整

理
。

 

今
後

、
検

討
会

の
中

で
、

先
に

示
さ

れ
た

都
の

見
解

、
こ

れ
に

対
す

る
特

別
区

の
意

見
、

今
回

提
示

す
る

「
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考

え
方

等
を

素
材

に
、

「
児

童
相

談
行

政
の

体
制

の
あ

り
方

」
に

つ
い

て
議

論
し

、
さ

ら
に

検
討

を
深

め
て

い
く

。
 

「
特

別
区

児
童

相
談

所
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
【

概
要

版
】

 

は
じ

め
に

 

１
．

基
本

的
な

考
え

方
 

○
 

開
設

時
に

必
要

と
な

る
職

員
は

、
都

の
児

童
相

談
所

等
へ

の
派

遣
を

通
じ

て
実

務
経

験
を

積
ま

せ
る

こ

と
に

よ
り

確
保

・
育

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
が

、
開

設
当

初
か

ら
一

定
期

間
（
３

年
間

を
目

途
）
は

、
都

か
ら

の
職

員
派

遣
や

都
職

員
の

身
分

切
替

を
要

請
。

 

○
 

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
保

有
職

員
を

確
保

す
る

た
め

、
福

祉
職

の
採

用
を

拡
大

。
 

○
 

児
童

福
祉

司
等

の
職

員
や

児
童

相
談

所
長

は
、

職
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
、

人
事

の
停

滞
解

消
等

を
図

る
た

め
、

２
３

区
間

で
の

派
遣

交
流

及
び

人
事

交
流

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

都
と

の
派

遣
交

流
を

要
請

。
 

○
 

児
童

相
談

所
等

の
職

員
は

、
児

童
相

談
関

連
部

署
へ

の
異

動
を

重
視

し
た

人
事

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

を

行
い

、
関

係
部

署
間

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

を
強

化
。

 

○
 

特
別

区
職

員
研

修
所

に
よ

る
専

門
研

修
の

実
施

や
都

主
催

の
専

門
研

修
等

の
活

用
に

よ
り

、
職

員
の

相
談

対
応

力
等

を
向

上
。

 

２
．

職
員

の
確

保
・

育
成

に
係

る
基

本
的

方
向

性
（

職
種

別
）

 

≪
児

童
福

祉
司

、
児

童
心

理
司

、
一

時
保

護
所

の
職

員
（

児
童

指
導

員
・

保
育

士
）

≫
 

○
 

開
設

時
に

中
核

と
な

る
職

員
は

、
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

、
保

育
士

等

や
新

た
に

採
用

す
る

職
員

の
一

定
数

を
、

開
設

ま
で

の
４

年
の

間
に

、
都

の
児

童
相

談
所

等
へ

派
遣

し

て
実

務
経

験
を

積
ま

せ
る

こ
と

に
よ

り
育

成
。

ま
た

、
派

遣
が

終
了

し
区

へ
戻

っ
た

職
員

は
、

児
童

相
談

所

等
で

習
得

し
た

専
門

知
識

や
ス

キ
ル

を
活

か
す

こ
と

が
で

き
る

児
童

相
談

関
連

部
署

等
へ

配
置

。
 

○
 

移
管

後
、

新
た

に
採

用
す

る
場

合
は

、
現

行
の

採
用

制
度

の
活

用
に

加
え

、
現

行
制

度
で

実
施

し
て

い
な

い
経

験
者

採
用

等
を

実
施

す
る

方
向

で
検

討
。

 

第
１

 
人

材
の

確
保

・
育

成
に

つ
い

て
 

≪
児

童
相

談
所

長
≫

 

○
 

開
設

時
の

所
長

は
、

管
理

職
の

有
資

格
者

か
ら

任
用

す
る

こ
と

を
基

本
に

、
任

期
付

採
用

や
経

験
者

採
用

を
検

討
す

る
ほ

か
、

都
か

ら
の

職
員

派
遣

を
要

請
。

 

≪
児

童
福

祉
司

・
児

童
心

理
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

≫
 

○
 

開
設

後
の

児
童

福
祉

司
の

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

は
、

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
や

生
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
経

験
者

等
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

ま
た

、
児

童
心

理
司

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー

候
補

職
員

は
、

区
に

在
職

す
る

職
員

及
び

新
た

に
採

用
す

る
心

理
職

の
職

員
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

開

設
ま

で
の

４
年

間
、

都
の

児
童

相
談

所
に

派
遣

し
て

実
務

経
験

を
積

ま
せ

る
こ

と
に

よ
り

育
成

。
 

○
 

開
設

時
か

ら
一

定
期

間
は

、
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

、
都

か
ら

の
職

員
派

遣
を

要
請

し
、

こ
の

間
に

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

が
都

職
員

の
派

遣
終

了
後

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

の
役

割
を

担

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

育
成

。
 

第
２

 
社

会
的

養
護

の
拡

充
に

つ
い

て
 

１
．

基
本

的
な

考
え

方
 

○
 

国
が

示
す

「
家

庭
養

護
（
里

親
等

）
、

家
庭

的
養

護
（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
）
、

施
設

養
護

の
各

構
成

比

を
１

／
３

に
す

る
」
こ

と
を

将
来

的
な

目
標

と
し

て
、

現
段

階
か

ら
、

多
様

な
地

域
資

源
を

活
用

し
た

里
親

登
録

者
増

加
の

取
組

や
、

用
地

の
確

保
・
提

供
な

ど
、

都
と

の
連

携
・
協

力
に

よ
る

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
誘

致
の

取
組

等
を

実
施

し
、

社
会

的
養

護
を

充
実

、
強

化
。

 

○
 

現
在

、
都

が
利

用
し

て
い

る
児

童
養

護
施

設
等

は
、

他
道

府
県

の
先

行
事

例
を

参
考

に
、

定
員

協
定

の
締

結
等

に
よ

り
、

都
と

特
別

区
で

利
用

。
 

２
．

家
庭

養
護

（
里

親
・

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

）
 

≪
家

庭
養

護
（

里
親

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）

の
基

本
的

方
向

性
≫

 

○
 

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
で

き
る

強
み

を
活

か
し

て
里

親
等

委
託

率
向

上
の

た
め

の
取

組
を

重
点

的

に
行

う
な

ど
、

家
庭

養
護

（
里

親
・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）
を

強
力

に
推

進
。

 

○
 

里
親

家
庭

に
対

す
る

子
育

て
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

や
、

児
童

相
談

所
を

中
心

に
区

全
体

で
里

親
家

庭
を

支
援

・
フ

ォ
ロ

ー
す

る
体

制
を

整
備

す
る

な
ど

、
里

親
家

庭
が

子
育

て
し

や
す

い
環

境
作

り
を

行
う

。
 

≪
里

親
登

録
数

の
向

上
に

向
け

た
取

組
、

里
親

へ
の

支
援

≫
 

○
 

保
育

マ
マ

や
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト
、

シ
ョ

ー
ト
ス

テ
イ

の
協

力
家

庭
の

担
当

部
署

か
ら

里
親

に
適

し
て

い

る
家

庭
を

推
薦

す
る

仕
組

み
を

作
り

、
週

末
ホ

ー
ム

ス
テ

イ
等

の
短

期
里

親
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

里
親

登
録

に
つ

な
げ

て
い

く
。

 

○
 

里
親

家
庭

が
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

や
す

く
な

る
よ

う
な

制
度

や
事

業
を

整
備

、
実

施
し

、
里

親
家

庭
の

良
好

な
子

育
て

環
境

を
醸

成
。

〔
例

：
幼

稚
園

・
保

育
園

の
入

園
決

定
時

の
配

慮
、

レ
ス

パ
イ

ト

ケ
ア

（
里

親
の

一
時

的
な

休
息

の
た

め
の

援
助

）
の

た
め

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

〕
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３
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、

児
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所

を
担

う
た

め
の

大
枠

の
方

向
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を
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た

「
移

管
モ

デ
ル

」
を

提
示
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そ
の

後
、

各
区

で
、

「
移

管
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デ
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を
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と
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管
の

具
体
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け

た
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に
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共

通
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今
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、
各
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け
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移

管
の

具
体
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た
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の
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況

や
、
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て
の

２
３
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共

通
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題

の
検
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果
等
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ま
え

、
都

の
見

解
で
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れ
た

指
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項
目

を
含
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、
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管
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デ
ル

」
の

具
体

化
に

つ
い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考

え
方

を
整

理
。

 

今
後

、
検

討
会

の
中

で
、

先
に

示
さ

れ
た

都
の

見
解

、
こ

れ
に

対
す

る
特

別
区

の
意

見
、

今
回

提
示

す
る

「
移

管
モ

デ
ル

」
の

具
体

化
に
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い

て
の

特
別

区
と

し
て

の
考
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を
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に
、
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児
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談
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政
の

体
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の
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方
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に
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い

て
議
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し
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に

検
討
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く
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１
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の
派

遣
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務
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と
に
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る
こ

と
を

基
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と
す

る
が

、
開

設
当
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か

ら
一
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期

間
（
３

年
間

を
目

途
）
は
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都

か
ら

の
職

員
派

遣
や

都
職

員
の

身
分

切
替
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要

請
。

 

○
 

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
保

有
職

員
を

確
保

す
る

た
め

、
福

祉
職

の
採

用
を

拡
大

。
 

○
 

児
童

福
祉

司
等

の
職

員
や

児
童

相
談

所
長

は
、

職
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
、

人
事

の
停

滞
解

消
等

を
図

る
た

め
、

２
３

区
間

で
の

派
遣

交
流

及
び

人
事

交
流

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

都
と

の
派

遣
交

流
を

要
請

。
 

○
 

児
童

相
談

所
等

の
職

員
は

、
児

童
相

談
関

連
部

署
へ

の
異

動
を

重
視

し
た

人
事

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

を

行
い

、
関

係
部

署
間

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

を
強

化
。

 

○
 

特
別

区
職

員
研

修
所

に
よ

る
専

門
研

修
の

実
施

や
都

主
催

の
専

門
研

修
等

の
活

用
に

よ
り

、
職

員
の

相
談

対
応

力
等

を
向

上
。

 

２
．

職
員

の
確

保
・

育
成

に
係

る
基

本
的

方
向

性
（

職
種

別
）

 

≪
児

童
福

祉
司

、
児

童
心

理
司

、
一

時
保

護
所

の
職

員
（

児
童

指
導

員
・

保
育

士
）

≫
 

○
 

開
設

時
に

中
核

と
な

る
職

員
は

、
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

職
員

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

、
保

育
士

等

や
新

た
に

採
用

す
る

職
員

の
一

定
数

を
、

開
設

ま
で

の
４

年
の

間
に

、
都

の
児

童
相

談
所

等
へ

派
遣

し

て
実

務
経

験
を

積
ま

せ
る

こ
と

に
よ

り
育

成
。

ま
た

、
派

遣
が

終
了

し
区

へ
戻

っ
た

職
員

は
、

児
童

相
談

所

等
で

習
得

し
た

専
門

知
識

や
ス

キ
ル

を
活

か
す

こ
と

が
で

き
る

児
童

相
談

関
連

部
署

等
へ

配
置

。
 

○
 

移
管

後
、

新
た

に
採

用
す

る
場

合
は

、
現

行
の

採
用

制
度

の
活

用
に

加
え

、
現

行
制

度
で

実
施

し
て

い
な

い
経

験
者

採
用

等
を

実
施

す
る

方
向

で
検

討
。

 

第
１

 
人

材
の

確
保

・
育

成
に

つ
い

て
 

≪
児

童
相

談
所

長
≫

 

○
 

開
設

時
の

所
長

は
、

管
理

職
の

有
資

格
者

か
ら

任
用

す
る

こ
と

を
基

本
に

、
任

期
付

採
用

や
経

験
者

採
用

を
検

討
す

る
ほ

か
、

都
か

ら
の

職
員

派
遣

を
要

請
。

 

≪
児

童
福

祉
司

・
児

童
心

理
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

≫
 

○
 

開
設

後
の

児
童

福
祉

司
の

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

は
、

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
や

生
活

保
護

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
経

験
者

等
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

ま
た

、
児

童
心

理
司

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー

候
補

職
員

は
、

区
に

在
職

す
る

職
員

及
び

新
た

に
採

用
す

る
心

理
職

の
職

員
の

中
か

ら
一

定
数

を
、

開

設
ま

で
の

４
年

間
、

都
の

児
童

相
談

所
に

派
遣

し
て

実
務

経
験

を
積

ま
せ

る
こ

と
に

よ
り

育
成

。
 

○
 

開
設

時
か

ら
一

定
期

間
は

、
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

、
都

か
ら

の
職

員
派

遣
を

要
請

し
、

こ
の

間
に

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

候
補

職
員

が
都

職
員

の
派

遣
終

了
後

の
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

の
役

割
を

担

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

育
成

。
 

第
２

 
社

会
的

養
護

の
拡

充
に

つ
い

て
 

１
．

基
本

的
な

考
え

方
 

○
 

国
が

示
す

「
家

庭
養

護
（
里

親
等

）
、

家
庭

的
養

護
（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
）
、

施
設

養
護

の
各

構
成

比

を
１

／
３

に
す

る
」
こ

と
を

将
来

的
な

目
標

と
し

て
、

現
段

階
か

ら
、

多
様

な
地

域
資

源
を

活
用

し
た

里
親

登
録

者
増

加
の

取
組

や
、

用
地

の
確

保
・
提

供
な

ど
、

都
と

の
連

携
・
協

力
に

よ
る

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
誘

致
の

取
組

等
を

実
施

し
、

社
会

的
養

護
を

充
実

、
強

化
。

 

○
 

現
在

、
都

が
利

用
し

て
い

る
児

童
養

護
施

設
等

は
、

他
道

府
県

の
先

行
事

例
を

参
考

に
、

定
員

協
定

の
締

結
等

に
よ

り
、

都
と

特
別

区
で

利
用

。
 

２
．

家
庭

養
護

（
里

親
・

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

）
 

≪
家

庭
養

護
（

里
親

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）

の
基

本
的

方
向

性
≫

 

○
 

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
で

き
る

強
み

を
活

か
し

て
里

親
等

委
託

率
向

上
の

た
め

の
取

組
を

重
点

的

に
行

う
な

ど
、

家
庭

養
護

（
里

親
・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）
を

強
力

に
推

進
。

 

○
 

里
親

家
庭

に
対

す
る

子
育

て
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

や
、

児
童

相
談

所
を

中
心

に
区

全
体

で
里

親
家

庭
を

支
援

・
フ

ォ
ロ

ー
す

る
体

制
を

整
備

す
る

な
ど

、
里

親
家

庭
が

子
育

て
し

や
す

い
環

境
作

り
を

行
う

。
 

≪
里

親
登

録
数

の
向

上
に

向
け

た
取

組
、

里
親

へ
の

支
援

≫
 

○
 

保
育

マ
マ

や
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト
、

シ
ョ

ー
ト
ス

テ
イ

の
協

力
家

庭
の

担
当

部
署

か
ら

里
親

に
適

し
て

い

る
家

庭
を

推
薦

す
る

仕
組

み
を

作
り

、
週

末
ホ

ー
ム

ス
テ

イ
等

の
短

期
里

親
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

里
親

登
録

に
つ

な
げ

て
い

く
。

 

○
 

里
親

家
庭

が
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

や
す

く
な

る
よ

う
な

制
度

や
事

業
を

整
備

、
実

施
し

、
里

親
家

庭
の

良
好

な
子

育
て

環
境

を
醸

成
。

〔
例

：
幼

稚
園

・
保

育
園

の
入

園
決

定
時

の
配

慮
、

レ
ス

パ
イ

ト

ケ
ア

（
里

親
の

一
時

的
な

休
息

の
た

め
の

援
助

）
の

た
め

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

〕
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３
．

施
設

養
護

 

≪
施

設
養

護
の

基
本

的
方

向
性

≫
 

○
 

施
設

養
護

に
関

す
る

各
区

の
考

え
方

・
方

針
や

都
の

推
進

計
画

等
を

も
と

に
２

３
区

全
体

で
調

整
し

、

各
区

が
地

域
の

実
情

等
を

踏
ま

え
て

施
設

整
備

を
行

う
。

 

○
 

乳
児

院
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
は

、
社

会
福

祉
法

人
等

が
行

う
施

設
整

備
に

関
す

る
情

報
を

共
有

す
る

な
ど

、
２

３
区

間
で

連
携

・
協

力
を

図
り

な
が

ら
、

各
区

が
施

設
誘

致
の

取
組

を
行

い
、

入
所

枠
を

確
保

。
 

≪
児

童
養

護
施

設
≫

 

○
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
を

増
設

し
て

い
く

こ
と

を
基

本
に

、
児

童
養

護
施

設
を

整
備

。
 

○
 

施
設

が
所

在
し

な
い

区
は

、
里

親
支

援
機

関
等

の
地

域
支

援
の

拠
点

と
し

て
新

規
整

備
す

る
こ

と
も

検

討
。

ま
た

、
施

設
が

所
在

す
る

区
に

つ
い

て
も

、
区

の
実

情
に

応
じ

て
新

規
整

備
す

る
こ

と
を

検
討

。
 

○
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
の

整
備

に
あ

た
っ

て
は

、
都

と
連

携
し

て
施

設
の

小
規

模
化

を
図

り
、

社
会

福
祉

法

人
へ

の
財

政
支

援
等

を
実

施
。

ま
た

、
空

き
家

の
活

用
に

よ
り

、
用

地
を

確
保

・
提

供
す

る
こ

と
も

検
討

。
 

≪
児

童
自

立
支

援
施

設
≫

 

○
 

児
童

相
談

所
設

置
市

に
必

置
の

施
設

で
あ

る
が

、
他

道
府

県
の

先
行

事
例

を
参

考
に

、
当

分
の

間
、

地
方

自
治

法
に

規
定

す
る

「
事

務
の

委
託

」
に

基
づ

き
都

へ
委

託
。

 

○
 

都
の

児
童

自
立

支
援

施
設

へ
の

職
員

派
遣

等
を

通
じ

て
児

童
自

立
支

援
施

設
の

運
営

ノ
ウ

ハ
ウ

を
蓄

積
し

、
将

来
的

に
２

３
区

共
同

で
１

か
所

設
置

す
る

こ
と

も
検

討
。

 

第
３

 
２

３
区

間
及

び
都

区
間

の
連

携
・

調
整

に
つ

い
て

 

１
．

一
時

保
護

所
の

共
同

設
置

 

○
 

共
同

設
置

を
予

定
し

て
い

る
８

区
が

地
方

自
治

法
に

基
づ

く
「
管

理
執

行
協

議
会

」
方

式
に

よ
り

、
３

か

所
の

一
時

保
護

所
を

共
同

設
置

。
ま

た
、

幼
児

・
学

齢
児

等
の

種
別

ご
と

の
一

時
保

護
所

を
整

備
す

る

方
向

で
検

討
。

 

○
 

一
時

保
護

所
の

総
定

員
は

、
共

同
設

置
を

予
定

し
て

い
る

８
区

の
必

要
定

員
数

を
も

と
に

５
７

名
と

し
、

各
区

の
定

員
枠

を
設

定
。

各
区

の
児

童
相

談
所

が
一

時
保

護
決

定
に

基
づ

い
て

入
所

手
続

を
行

い
、

各
区

の
定

員
枠

ま
で

は
、

各
区

の
判

断
で

入
所

さ
せ

る
。

 

○
 

職
員

は
、

各
区

が
定

員
枠

に
応

じ
て

派
遣

す
る

こ
と

を
基

本
。

施
設

の
建

設
費

、
運

営
費

等
に

つ
い

て

も
、

各
区

が
定

員
枠

に
応

じ
て

負
担

す
る

こ
と

基
本

に
、

利
用

実
績

に
応

じ
て

調
整

。
ま

た
、

施
設

の
維

持
管

理
は

、
施

設
所

在
区

が
行

う
。

 

２
．

一
時

保
護

所
の

相
互

利
用

 

○
 

自
区

の
一

時
保

護
所

で
の

保
護

を
原

則
と

し
て

、
児

童
の

居
所

を
秘

匿
す

る
こ

と
が

必
要

な
場

合
な

ど
、

自
区

の
一

時
保

護
所

で
の

保
護

が
困

難
な

場
合

に
２

３
区

全
体

で
相

互
利

用
を

行
う

。
 

○
 

各
区

の
一

時
保

護
所

（
共

同
設

置
の

一
時

保
護

所
を

含
む

）
に

相
互

利
用

の
た

め
の

定
員

枠
は

設
定

し
な

い
が

、
一

時
保

護
所

に
空

き
が

あ
り

、
他

区
か

ら
相

互
利

用
の

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
原

則
と

し
て

受
け

入
れ

る
。

ま
た

、
２

３
区

で
相

互
利

用
を

行
う

た
め

の
協

定
、

基
本

ル
ー

ル
を

策
定

、
締

結
。

 

３
．

児
童

養
護

施
設

・
乳

児
院

・
自

立
援

助
ホ

ー
ム

の
入

所
調

整
、

利
用

方
法

 

○
 

現
在

、
都

が
利

用
し

て
い

る
施

設
は

、
都

と
特

別
区

で
利

用
。

特
別

区
の

利
用

分
は

、
都

と
の

協
議

に

よ
り

定
員

協
定

を
締

結
し

て
入

所
枠

（
協

定
定

員
）
を

設
定

。
 

○
 

児
童

相
談

所
移

管
後

に
整

備
し

た
新

規
施

設
は

、
整

備
を

行
っ

た
区

が
利

用
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
、

空
き

が
あ

る
場

合
に

は
、

他
区

や
都

も
利

用
。

 

４
．

里
親

委
託

 

○
 

区
内

の
里

親
へ

の
委

託
を

原
則

と
す

る
が

、
区

内
に

適
切

な
里

親
が

い
な

い
場

合
や

区
外

へ
の

里
親

委
託

が
適

切
な

場
合

に
は

、
他

区
や

２
３

区
外

の
里

親
へ

委
託

。
 

５
．

２
３

区
間

の
情

報
共

有
 

○
 

複
数

区
が

関
わ

る
ケ

ー
ス

対
応

や
、

統
一

的
な

判
断

、
専

門
的

な
対

応
、

国
の

制
度

改
正

な
ど

、
２

３

区
全

体
で

ノ
ウ

ハ
ウ

の
蓄

積
等

が
必

要
な

場
合

に
、

２
３

区
間

で
情

報
共

有
を

行
う

。
 

○
 

情
報

共
有

を
行

う
仕

組
み

と
し

て
、

２
３

区
間

で
必

要
な

情
報

を
閲

覧
で

き
る

シ
ス

テ
ム

（
掲

示
板

）
を

導

入
す

る
方

向
で

検
討

。
ま

た
、

児
童

相
談

所
長

会
を

は
じ

め
と

す
る

２
３

区
の

会
議

体
を

設
置

。
 

６
．

児
童

相
談

所
設

置
市

事
務

の
共

同
処

理
 

○
 

「
小

児
慢

性
疾

患
の

医
療

給
付

に
関

す
る

事
務

」
の

認
定

審
査

会
は

、
２

３
区

合
同

審
査

や
事

務
局

の

２
３

区
持

ち
回

り
等

の
方

法
に

よ
り

実
施

。
 

７
．

２
３

区
共

通
の

事
務

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

ル
ー

ル
等

の
策

定
 

○
 

ケ
ー

ス
対

応
や

児
童

相
談

所
の

運
営

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

都
が

作
成

・
使

用
し

て
い

る
現

行
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

基
本

に
、

２
３

区
共

通
の

事
務

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
や

統
一

基
準

を
作

成
。

ま
た

、
児

童
相

談
業

務
を

行
っ

て
い

く
中

で
、

各
区

の
地

域
特

性
や

業
務

実
態

に
合

わ
せ

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成

す
る

こ
と

も
検

討
。

 

８
．

都
と

の
連

携
 

○
 

児
童

養
護

施
設

の
入

所
及

び
里

親
委

託
は

、
区

内
・
２

３
区

内
を

基
本

と
し

な
が

ら
、

都
と

特
別

区
が

相

互
に

入
所

・
委

託
で

き
る

よ
う

に
連

携
・
協

力
。

ま
た

、
都

区
間

で
職

員
の

派
遣

交
流

を
行

い
、

都
全

体
に

お
け

る
専

門
職

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

図
る

。
 

○
 

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

で
実

施
し

て
い

る
治

療
指

導
事

業
の

利
用

、
高

度
な

専
門

的
知

識
・
経

験
が

必

要
な

ケ
ー

ス
対

応
等

へ
の

助
言

・
援

助
を

は
じ

め
、

児
童

相
談

所
の

立
ち

上
げ

支
援

、
児

童
相

談
所

開

設
時

に
お

け
る

都
職

員
の

派
遣

・
区

職
員

の
派

遣
受

入
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

提
供

や
都

主
催

の
研

修
へ

の

参
加

、
児

童
福

祉
施

設
の

空
き

状
況

の
情

報
提

供
等

に
つ

い
て

要
請

。
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新
た

な
子

ど
も

家
庭

福
祉

の
あ

り
方

に
関

す
る

専
門

委
員

会
報

告
（

提
言

）
概

要
（

平
成

２
８

年
３

月
１

０
日

）
 

 
 
は

じ
め

に
 
 

○
 

近
年

の
状

況
と

し
て

、
虐

待
事

例
の

急
増

、
自

立
が

困
難

な
子

ど
も

の
増

加
な

ど
、

急
速

な
変

化
に

対
応

が
追

い
付

い
て

お
ら

ず
、

そ
の

増
加

を
と

ど
め

る
に

至
っ

て
い

な
い

。
 

○
 

本
委

員
会

で
は

、
子

ど
も

家
庭

福
祉

の
体

系
の

再
構

築
が

急
務

で
あ

る
と

の
強

い
問

題
意

識
の

下
、

「
全

て
の

子
ど

も
は

適
切

な
養

育
を

受
け

て
発

達
が

保
障

さ
れ

る
権

利
を

有
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

自
立

が
保

障

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
」
と

い
う

理
念

を
実

現
す

る
た

め
の

方
策

を
検

討
す

る
た

め
に

議
論

が
行

わ
れ

た
。

 

○
 

限
界

が
生

じ
て

い
る

既
存

の
制

度
を

改
革

し
、

新
た

な
子

ど
も

家
庭

福
祉

を
具

現
化

す
る

た
め

に
、

児
童

福
祉

法
等

の
抜

本
的

な
改

正
に

向
け

て
提

言
す

る
も

の
。

 

  
基

本
的

な
考

え
方

 
 

 
◆

 
子

ど
も

の
権

利
の

明
確

な
位

置
付

け
 

 
◆

 
家

庭
支

援
の

強
化

、
す

な
わ

ち
子

ど
も

虐
待

の
予

防
的

観
点

の
明

確
化

 

 
◆

 
国

・
都

道
府

県
・
市

区
町

村
の

責
任

と
役

割
の

明
確

化
 

 
◆

 
基

礎
自

治
体

（
市

区
町

村
）
の

基
盤

強
化

と
地

域
に

お
け

る
支

援
機

能
の

拡
大

 

 
◆

 
各

関
係

機
関

の
役

割
の

明
確

化
と

機
能

強
化

 

 
◆

 
子

ど
も

へ
の

適
切

な
ケ

ア
の

保
障

 

 
◆

 
継

続
的

な
支

援
と

自
立

の
保

障
 

 
◆

 
司

法
関

与
と

法
的

・制
度

的
枠

組
み

の
強

化
 

 
◆

 
職

員
の

専
門

性
の

確
保

・
向

上
と

配
置

数
の

増
加

 

  
理

念
  

◆
 

児
童

福
祉

法
に

お
い

て
、

「
養

育
中

心
」
に

力
点

を
お

い
た

子
ど

も
家

庭
福

祉
の

構
築

を
目

指
す

と
と

も

に
、

こ
れ

に
合

っ
た

理
念

を
明

確
に

し
、

今
後

の
制

度
・
施

策
の

方
向

性
を

示
す

必
要

が
あ

る
。

 

 
【
明

確
に

す
る

点
】 

・
 子

ど
も

を
権

利
の

主
体

と
す

る
 

・
 す

べ
て

の
子

ど
も

は
適

切
に

養
育

さ
れ

、
発

達
す

る
権

利
を

有
す

る
と

と
も

に
、

自
立

を
保

障
さ

れ
る

 

・
 子

ど
も

の
最

善
の

利
益

を
優

先
す

る
 

・
 
子

ど
も

は
安

全
で

安
定

し
た

家
庭

で
養

育
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

家
庭

に
お

い
て

適
切

な
養

育
を

 

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

里
親

や
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
等

の
家

庭
に

お
け

る
養

育
環

境
と

同
様

の

養
育

環
境

に
お

い
て

継
続

的
に

養
育

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

 

  
国

・
都

道
府

県
・
市

区
町

村
の

責
任

と
役

割
 

 

◆
 

子
ど

も
の

権
利

を
保

障
す

る
た

め
、

そ
の

担
い

手
と

な
る

国
、

都
道

府
県

、
市

区
町

村
の

責
任

と
役

割
を

明
確

に
す

る
こ

と
が

重
要

。
特

に
、

国
の

責
任

と
役

割
を

児
童

福
祉

法
に

明
確

に
規

定
す

る
必

要
が

あ
る

。

【
国

の
責

任
と

役
割

】
 

・
 
市

区
町

村
及

び
都

道
府

県
に

対
す

る
助

言
や

情
報

の
提

供
等

、
全

体
と

し
て

子
ど

も
・
家

庭
の

福
祉

の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

 

・
 
全

国
の

子
ど

も
家

庭
福

祉
の

質
を

担
保

（
基

準
、

資
格

の
設

定
）
 

【
都

道
府

県
の

責
任

と
役

割
】
 

・
 
市

区
町

村
に

対
す

る
助

言
や

援
助

を
行

う
と

と
も

に
、

入
所

措
置

等
、

よ
り

専
門

的
な

業
務

や
、

市
区

町

村
の

区
域

を
超

え
た

広
域

的
な

対
応

が
必

要
な

業
務

 

【
市

区
町

村
の

責
任

と
役

割
】
 

・
 
子

ど
も

や
家

庭
に

最
も

身
近

な
基

礎
的

な
地

方
公

共
団

体
と

し
て

、
児

童
福

祉
法

に
基

づ
い

た
包

括

的
・
継

続
的

な
子

ど
も

と
家

庭
へ

の
支

援
 

 

 
支

援
の

対
象

年
齢

 
 

◆
 

不
適

切
な

養
育

を
受

け
た

子
ど

も
や

、
家

庭
基

盤
が

脆
弱

な
子

ど
も

に
対

す
る

支
援

の
対

象
年

齢
を

２

０
歳

未
満

に
引

き
上

げ
る

の
が

妥
当

。
 

※
 
成

人
年

齢
が

引
き

下
げ

ら
れ

た
場

合
、

２
０

歳
未

満
の

親
権

が
及

ば
な

い
「
成

人
」
に

対
す

る
支

援
の

あ
り

方
に

関
す

る
整

理
が

必
要

 

◆
 

里
親

委
託

等
の

措
置

を
受

け
た

児
童

に
つ

い
て

、
２

０
歳

に
達

す
る

ま
で

の
間

、
措

置
延

長
を

積
極

的

に
活

用
す

べ
き

。
 

◆
 

ま
た

、
里

親
委

託
等

の
措

置
を

受
け

て
い

た
者

に
つ

い
て

、
１

８
歳

（
措

置
延

長
の

場
合

２
０

歳
）
到

達
後

も
、

少
な

く
と

も
２

２
歳

に
達

し
た

日
の

属
す

る
年

度
末

ま
で

、
そ

の
後

の
自

立
し

た
生

活
に

つ
な

げ
る

た

め
、

引
き

続
き

必
要

な
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
仕

組
み

を
整

備
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
新

た
な

子
ど

も
家

庭
福

祉
体

制
の

整
備

 
 

＜
市

区
町

村
に

お
け

る
地

域
子

ど
も

家
庭

支
援

拠
点

の
整

備
＞

 

◆
 

子
ど

も
家

庭
へ

の
支

援
は

身
近

な
場

所
で

行
わ

れ
る

べ
き

で
あ

り
、

市
区

町
村

の
基

盤
整

備
を

行
い

、

保
育

所
を

含
め

た
子

ど
も

家
庭

福
祉

体
制

を
充

実
さ

せ
、

「
地

域
子

ど
も

家
庭

支
援

拠
点

」
を

整
備

。
（
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

が
モ

デ
ル

）
 

【
地

域
子

ど
も

家
庭

支
援

拠
点

】
 

・
 
子

ど
も

家
庭

の
福

祉
的

相
談

、
児

童
相

談
所

が
行

っ
て

い
る

「
分

離
措

置
を

伴
わ

な
い

養
護

相
談

」

「
育

成
相

談
」
「
措

置
を

伴
わ

な
い

非
行

相
談

」
の

対
応

 

 
 

 
 

 
※

「
保

健
相

談
」
：
市

区
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
等

、
「
障

害
相

談
」
：
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
等

 

・
 虐

待
事

例
の

通
所

、
在

宅
支

援
（
養

育
支

援
、

家
事

支
援

等
）
 

・
 子

ど
も

子
育

て
支

援
事

業
 

・
 要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

調
整

機
関

 

１
 

※
区
長
会

事
務

局
作
成

 

50
50
50



 

    

＜
特

定
妊

婦
等

へ
の

支
援

＞
 

◆
 

特
定

妊
婦

の
ケ

ア
が

適
切

に
で

き
る

よ
う

、
情

報
を

共
有

す
る

た
め

の
方

策
を

再
検

討
し

、
支

援
メ

ニ
ュ

ー
の

増
加

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
 

◆
 

要
支

援
児

童
及

び
特

定
妊

婦
等

を
発

見
し

た
場

合
、

市
区

町
村

へ
情

報
提

供
で

き
る

も
の

と
す

べ
き

。
 

◆
 

母
子

生
活

支
援

施
設

、
乳

児
院

等
に

お
い

て
、

特
定

妊
婦

等
に

対
し

、
入

所
・
通

所
に

よ
っ

て
支

援
で

き

る
「
産

前
産

後
母

子
ホ

ー
ム

（
仮

称
）
」
を

整
備

す
る

た
め

の
枠

組
み

を
作

る
必

要
が

あ
り

、
モ

デ
ル

事
業

の
実

施
に

よ
り

、
具

体
的

な
仕

組
み

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
べ

き
。

 

 

＜
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
自

治
体

の
拡

大
＞

(報
告

書
P

1
1
～

1
2

全
文

 
※

下
線

は
区

長
会

事
務

局
) 

              

     ＜
児

童
相

談
所

の
強

化
の

た
め

の
機

能
分

化
＞

 

◆
 
虐

待
通

告
の

増
大

に
よ

り
、

児
童

相
談

所
の

対
応

は
限

界
に

き
て

お
り

、
機

能
強

化
が

優
先

課
題

。
ま

た
、

保
護

機
能

と
支

援
機

能
を

同
一

機
関

で
担

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

重
大

な
事

態
が

生
じ

た
事

例
が

あ
る

。
 

◆
 

児
童

相
談

所
が

有
す

る
通

告
受

理
、

調
査

、
評

価
、

一
時

保
護

・
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

措
置

等
の

機
能

に
関

し
て

、
高

度
に

専
門

的
な

機
関

と
し

て
担

っ
て

い
く
た

め
に

は
、

そ
の

機
能

を
明

確
に

分
離

す
る

抜
本

的
な

見
直

し
が

必
要

で
あ

る
。

 

◆
 

具
体

的
な

方
向

性
と

し
て

、
緊

急
対

応
の

必
要

性
に

関
す

る
判

断
能

力
を

備
え

た
虐

待
通

告
・
相

談
窓

口
を

設
置

（
※

）
。

通
告

が
受

理
さ

れ
た

事
例

の
調

査
・
評

価
・
保

護
等

の
措

置
を

行
う

機
能

と
、

措
置

後

の
事

例
の

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
を

行
う

機
能

を
別

の
機

関
で

行
う

と
い

っ
た

体
制

を
整

備
。

 

※
 虐

待
関

連
通

告
・
相

談
電

話
（1

8
9
）
窓

口
の

一
元

化
 

・
 
通

告
窓

口
を

一
元

化
し

、
集

中
的

に
電

話
に

よ
る

虐
待

通
告

・
相

談
を

受
理

し
、

緊
急

度
を

判
断

し

て
、

初
期

対
応

を
行

う
機

関
等

と
そ

の
期

限
を

決
定

す
る

機
関

（
通

告
受

理
機

関
）
の

創
設

に
つ

い

て
、

モ
デ

ル
的

取
り

組
み

に
よ

り
検

討
が

必
要

（現
在

の
児

相
設

置
自

治
体

に
最

低
１

か
所

程
度

）
 

 
 

 
・
 
児

童
相

談
所

か
ら

市
区

町
村

へ
送

致
す

る
仕

組
み

の
検

討
 

＜
子

ど
も

家
庭

福
祉

へ
の

司
法

関
与

の
整

備
＞

 

◆
 
全

て
の

子
ど

も
に

安
全

な
家

庭
を

保
障

す
る

た
め

、
司

法
が

一
連

の
親

権
制

限
（
子

ど
も

の
権

利
制

限

を
含

む
。

）
に

対
し

て
そ

の
必

要
性

を
適

切
に

判
断

す
る

な
ど

、
司

法
の

関
与

を
強

化
す

る
必

要
が

あ
り

、

関
係

機
関

と
調

整
の

上
、

可
及

的
速

や
か

に
検

討
を

開
始

す
べ

き
。

 

◆
 

一
時

保
護

の
場

面
に

お
い

て
も

司
法

が
関

与
す

る
仕

組
み

を
検

討
す

べ
き

。
そ

の
た

め
に

は
、

司
法

関

与
に

関
す

る
仕

組
み

全
体

の
前

提
と

し
て

、
児

童
相

談
所

に
お

け
る

児
童

福
祉

司
の

適
正

な
配

置
と

司

法
対

応
の

た
め

の
専

門
性

の
確

立
、

弁
護

士
に

よ
る

法
的

サ
ポ

ー
ト

体
制

の
確

立
な

ど
が

必
要

。
 

 
職

員
の

専
門

性
の

向
上

 
 

＜
子

ど
も

家
庭

福
祉

を
担

う
職

員
の

配
置

・
任

用
要

件
＞

 

◆
 

児
童

相
談

所
に

配
置

す
る

こ
と

が
必

要
な

人
材

に
つ

い
て

、
法

律
上

明
確

に
位

置
付

け
る

と
と

も
に

、

任
用

要
件

で
質

を
、

配
置

標
準

で
量

を
担

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

◆
 

児
童

福
祉

司
の

配
置

標
準

に
つ

い
て

は
、

児
童

虐
待

相
談

対
応

件
数

を
考

慮
し

た
も

の
に

見
直

す
べ

き
で

あ
る

。
（
児

童
福

祉
司

は
、

一
定

基
準

に
適

合
す

る
研

修
の

受
講

を
義

務
付

け
）
 

◆
 

教
育

・
訓

練
・
指

導
担

当
児

童
福

祉
司

（
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
）
、

児
童

心
理

司
、

医
師

又
は

保
健

師
に

つ
い

て
、

法
律

上
、

児
童

相
談

所
へ

の
配

置
を

明
記

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

＜
市

区
町

村
で

支
援

を
担

う
職

種
、

任
用

要
件

、
配

置
基

準
＞

 

◆
 

「
地

域
子

ど
も

家
庭

支
援

拠
点

」
に

は
、

専
ら

子
ど

も
・
家

庭
の

相
談

支
援

に
あ

た
る

複
数

の
職

員
を

置

く
こ

と
と

し
、

最
低

1
 
名

は
児

童
福

祉
司

資
格

を
有

す
る

者
と

す
べ

き
で

あ
り

、
そ

の
他

の
職

員
に

つ
い

て

も
児

童
福

祉
司

資
格

も
し

く
は

そ
れ

に
準

ず
る

資
格

を
所

持
し

て
い

る
者

の
配

置
に

努
め

る
べ

き
。

 

＜
子

ど
も

家
庭

福
祉

を
担

う
指

導
的

職
員

の
資

格
の

あ
り

方
＞

 

◆
 
指

導
的

職
員

の
専

門
性

を
向

上
さ

せ
る

と
と

も
に

、
そ

の
能

力
を

客
観

的
に

明
確

化
す

る
観

点
か

ら
、

子

ど
も

家
庭

に
関

す
る

専
門

の
相

談
員

と
し

て
新

た
な

公
的

資
格

（
※

）
を

創
設

す
る

こ
と

を
検

討
す

べ
き

。
 

 
 

 
※

資
格

：
一

定
の

資
格

を
有

す
る

者
で

、
5

年
程

度
の

児
童

福
祉

に
関

す
る

実
務

経
験

を
有

し
、

試
験

に
合

格
 

 
社

会
的

養
護

の
充

実
強

化
と

継
続

的
な

自
立

支
援

シ
ス

テ
ム

の
構

築
 

 

＜
就

学
前

の
子

ど
も

の
代

替
的

養
育

の
原

則
＞

 

◆
 
就

学
前

は
も

と
よ

り
子

ど
も

の
代

替
的

養
育

は
、

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
形

成
や

発
達

保
障

の
観

点
か

ら
、

原

則
と

し
て

家
庭

養
育

と
し

、
児

童
福

祉
法

に
そ

の
旨

を
明

確
に

す
べ

き
。

 

児
童

相
談

所
の

設
置

に
つ

い
て

は
、

か
つ

て
概

ね
人

口
5
0 

万
人

に
1
 
か

所
と

い
う

目
標

が
あ

り
、

現
在

、
全

国
で

20
0
 
か

所
を

超
え

て
は

い
る

が
、

虐
待

事
例

へ
の

対
応

が
急

増
し

た
た

め
、

情
報

共
有

や
対

応
検

討
な

ど
を

丁
寧

に
行

え
な

く
な

っ
て

お
り

、
管

轄
す

る
規

模
を

見
直

す
必

要
が

あ
る

。
 

虐
待

事
例

へ
の

対
応

は
、

政
令

市
や

児
童

相
談

所
設

置
市

以
外

の
市

区
町

村
の

場
合

、
都

道
府

県

が
設

置
す

る
児

童
相

談
所

と
市

区
町

村
の

二
元

体
制

で
実

施
さ

れ
て

お
り

、
そ

れ
に

よ
る

問
題

点
と

し

て
、

両
者

の
支

援
の

は
ざ

ま
に

落
ち

る
事

例
が

あ
る

と
い

う
指

摘
や

、
時

間
の

ロ
ス

と
認

識
の

温
度

差
が

生
じ

や
す

い
と

い
う

指
摘

も
あ

る
。

児
童

相
談

所
を

設
置

し
て

い
る

中
核

市
で

は
対

応
機

関
の

一
元

化
の

利
点

が
報

告
さ

れ
て

は
い

る
も

の
の

、
現

在
、

中
核

市
で

児
童

相
談

所
を

設
置

し
て

い
る

自
治

体
は

２
つ

に
と

ど
ま

っ
て

お
り

、
そ

の
財

政
的

負
担

が
大

き
い

こ
と

や
専

門
性

確
保

が
難

し
い

な
ど

の
課

題
が

あ
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
原

則
と

し
て

中
核

市
及

び
特

別
区

に
は

児
童

相
談

所
機

能
を

も
つ

機
関

の
設

置
を

求
め

、
財

政
的

理
由

や
専

門
職

の
確

保
の

困
難

さ
か

ら
設

置
を

た
め

ら
う

こ
と

が
な

い
よ

う
、

国
及

び
都

道
府

県
は

中
核

市
及

び
特

別
区

の
人

的
・
物

的
基

盤
を

積
極

的
に

援
助

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

な
お

、
地

方
分

権
、

自
治

体
の

自
主

組
織

権
の

観
点

か
ら

、
「
必

置
」
と

す
べ

き
で

な
い

と
い

う
意

見
も

あ
っ

た
。

 

こ
う

し
た

意
見

を
踏

ま
え

、
現

在
の

児
童

相
談

所
設

置
に

関
し

て
特

別
区

を
加

え
、

特
別

区
で

も
児

童

相
談

所
を

設
置

で
き

る
規

定
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

ま
た

、
５

年
を

目
途

と
し

て
、

中
核

市
や

特
別

区
が

児
童

相
談

所
を

設
置

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
国

と
し

て
専

門
職

の
育

成
等

の
必

要
な

支
援

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。
 

２
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社会保障審議会児童部会 

新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告について 
 

昨日、社会保障審議会児童部会「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する

専門委員会」が報告をとりまとめました。松原康雄委員長をはじめ、委員の

皆さまが傾けられましたご努力に対し、心から敬意を表します。 

報告では、国・都道府県・市区町村の責任と役割の明確化、市区町村にお

ける地域子ども家庭支援拠点の整備、児童相談所を設置する自治体の拡大な

ど、新たな子ども家庭福祉のあるべき姿を目指し、意義のある提言が行われ

ているものと高く評価しています。 

なかでも、児童相談所の設置自治体を拡大するため、特別区も児童相談所

を設置できるよう法改正することが提言されています。さらに、特別区等が

児童相談所を設置できるよう、国が必要な支援等を行うよう求めています。 

児童相談所の移管に向けて様々な取組を行ってきた特別区としては、大き

な前進が図られたものと受け止めており、深く感謝しています。今後、報告

の提言内容に沿って、早期に法改正が行われることを待望しています。 

なお、報告で提言された取組の実現にあたっては、財政的な問題を含め、

専門人材の確保・育成をはじめとする多くの課題に対応していかなければな

りません。国においては、関係自治体の意見を十分に踏まえながら、具体的

な支援策を早急に検討し、着実に実施していただくよう強く期待しています。 

また、引き続き検討が必要な事項について、さらに議論を深めていただく

よう要望します。 

子どもと家庭を取り巻く環境は、複雑化・深刻化しており、住民生活に密

着した基礎自治体の果たす役割の重要性は、より一層高まっています。特別

区は、今回の報告の趣旨を踏まえ、子ども家庭支援センターで培ってきた経

験と実績のうえに、引き続き全力で児童福祉行政に取り組んでいく所存です。 
 

平成２８年３月１１日 

 

特別区長会会長 

荒川区長 西川 太一郎 
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児童福祉法等の一部を改正する法律の成立について�

�

本日、児童福祉法等の一部を改正する法律が成立しました。�

本法律では、児童の福祉を保障するための原理や国と地方公共団体

の役割・責務の明確化、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発

見に資する旨の明記、虐待発生時に迅速・的確な対応が行えるように

市区町村と児童相談所の体制・権限の強化など、子どもと家庭を取り

巻く深刻な状況を踏まえ、大変意義のある改正が行われました。�

新たな子ども家庭福祉の実現に向けて、大きな前進が図られたこと

を高く評価するとともに、強力なリーダーシップを発揮された塩崎恭

久厚生労働大臣をはじめ、関係者の皆さまのご尽力に対し、心から敬

意を表します。�

改正法では、児童相談所の設置自治体を拡大するため、政令で定め

る特別区が児童相談所を設置できるものとし、更に政府が、法施行後

５年を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、設

置に係る支援等を行うことが規定されています。この法律の成立を契

機として、特別区の児童福祉行政が新しいステージへ歩みを進めたも

のと考えています。�

政府におかれては、法改正の趣旨を踏まえた制度改正の実現に向け、

必要な支援等を着実に実行していただくことはもとより、中核市及び

特別区における児童相談所の設置・運営が円滑に行われるよう、関係

自治体の意見を十分に反映した支援策を早期に実施していただくよう

強く期待しています。�

今後、特別区においては、改正法施行後、準備が整った区から、順

次、児童相談所の設置を目指すとともに、住民生活に密着した基礎自

治体として、これまでの実績と経験をもとに、児童福祉行政の更なる

充実強化に全力を傾注していく所存です。�

皆さまのご理解とご支援を衷心よりお願い申し上げます。�

�

平成２８年５月２７日�

�

特別区長会会長�

荒川区長� 西川�太一郎�
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分権の受け皿論

100.0%372,567 100.0%127,767,994 100.0%1,753 全 国 計

22.5%83,930 1.9%2,393,126 26.2%459 1万人未満

37.7%140,618 14.5%18,537,347 41.5%727 1万人以上5万人未満

28.2%104,911 32.4%41,397,324 24.9%4375万人以上20万人未満

3.3%12,166 8.6%11,031,512 2.6%45 20万人以上30万人未満

4.4%16,403 15.2%19,473,033 2.9%51 30万人以上50万人未満

3.9%14,541 27.3%34,935,652 1.9%34 50万人以上

構成比面積（k㎡）構成比
人 口

（平成17国調）
構成比団体数

100.0%372,567 100.0%127,767,994 100.0%1,753 全 国 計

22.5%83,930 1.9%2,393,126 26.2%459 1万人未満

37.7%140,618 14.5%18,537,347 41.5%727 1万人以上5万人未満

28.2%104,911 32.4%41,397,324 24.9%4375万人以上20万人未満

3.3%12,166 8.6%11,031,512 2.6%45 20万人以上30万人未満

4.4%16,403 15.2%19,473,033 2.9%51 30万人以上50万人未満

3.9%14,541 27.3%34,935,652 1.9%34 50万人以上

構成比面積（k㎡）構成比
人 口

（平成17国調）
構成比団体数

平成の大合併収束でも極小規模の自治体は多数存在

今後の選択肢は、自主合併、広域連携、広域補完

※22.1.12 までに合併官報告示を終えたもの

生活圏拡大の視点
生活圏に比べ区域が狭いため、行政サービスの受益と負担が不一致

行財政基盤強化の視点
事務の効率的な執行の必要性から規模拡大の要請が働く

行政改革推進の視点
人口規模が小さい場合や区域が狭い場合、行政運営が非効率

税源偏在是正の視点
特別区の行財政基盤を強化するためには、税源偏在の是正が必要

区域のあり方について

特別区は、一定の規模や行財政能力を有しており、都区財政調整制度による財源の均衡
化も含めて考えれば、今後の分権改革の中で基礎自治体に期待される役割を担えるだけ
の受け皿を持っており、通常言われている合併のメリットは働きにくいのではないか。

基礎自治体の行政は、住民の身近なところでより多くのサービスを効率的に提供するこ
とが基本であり、行財政運営の創意工夫や自治体間の相互補完関係、民間活動との連携
等の方策も含めれば、区域の再編が不可欠とは言えないのではないか。

現状において、特別区の区域再編を行わなければならないほどの積極的な事情はないの
で、今後事務事業の大幅な移管を検討していった先に、その受け皿として必要があれば、
それぞれの区の判断で、区域の再編を検討することになるのではないか。

都が示した「検討の視点」（第６回幹事会）

区が示した参考論点＜抜粋＞（第８回幹事会）
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都区のあり方検討

「区域のあり方」の取扱い

≪都の考え≫

都区の事務配分の検討と特別区の区域のあり方の検討は

セットで検討すべきである。都の評価は、特別区が人口５０万
人以上の規模となった場合を想定した評価である。ただし、こ

れをもって移管の前提条件とするものではない。

≪区の考え≫

区域の再編の問題は、それぞれの区や地域のあり方に係わ
るものであり、２３区が統一的な見解を持ちうる性格の問題で
はなく、今回の都区のあり方検討を通じて、都区の役割分担の
あり方を整理した上で、それぞれの区が基礎自治体としての自

らのあり方を構築する中で主体的に判断するものである。

東京の自治のあり方研究会

将来の都制度や東京の自治のあり方について、学識経験者を交えた、都と
区市町村共同の調査研究の場

東京都、特別区長会、東京都市長会、東京都町村会の４者共同で「東京の
自治のあり方研究会」を設置

学識経験者7名、行政実務者10名（都４名、区２名、市２名、町村２名）で構成

平成21年11月から研究会の検討を開始

平成25年6月に研究会の下に行政実務者（各団体から2名ずつ）を中心とし
た部会を設置

特別区の区域のあり方については、引き続きの課題とするが、当面、
都区のあり方検討とは別に、将来の都制度や東京の自治のあり方に
ついて、学識経験者を交えた、都と区市町村共同の調査研究の場を
設けることとし、その結果を待って、必要に応じ議論する。

21.2.2  都区のあり方検討委員会 幹事会への下命事項
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都区のあり方検討

「区域のあり方」の取扱い

≪都の考え≫

都区の事務配分の検討と特別区の区域のあり方の検討は

セットで検討すべきである。都の評価は、特別区が人口５０万
人以上の規模となった場合を想定した評価である。ただし、こ

れをもって移管の前提条件とするものではない。

≪区の考え≫

区域の再編の問題は、それぞれの区や地域のあり方に係わ
るものであり、２３区が統一的な見解を持ちうる性格の問題で
はなく、今回の都区のあり方検討を通じて、都区の役割分担の
あり方を整理した上で、それぞれの区が基礎自治体としての自

らのあり方を構築する中で主体的に判断するものである。

東京の自治のあり方研究会

将来の都制度や東京の自治のあり方について、学識経験者を交えた、都と
区市町村共同の調査研究の場

東京都、特別区長会、東京都市長会、東京都町村会の４者共同で「東京の
自治のあり方研究会」を設置

学識経験者7名、行政実務者10名（都４名、区２名、市２名、町村２名）で構成

平成21年11月から研究会の検討を開始

平成25年6月に研究会の下に行政実務者（各団体から2名ずつ）を中心とし
た部会を設置

特別区の区域のあり方については、引き続きの課題とするが、当面、
都区のあり方検討とは別に、将来の都制度や東京の自治のあり方に
ついて、学識経験者を交えた、都と区市町村共同の調査研究の場を
設けることとし、その結果を待って、必要に応じ議論する。
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東
京

の
自

治
の

あ
り

方
研

究
会

「
最

終
報

告
」
（

平
成

2
7

年
3

月
）

に
つ

い
て

 
                                    

 

 
１

．
人

口
動

向
を

踏
ま

え
た

地
域

ご
と

の
将

来
の

姿
と

課
題

 
 

【高
齢

者
の

急
激

な
増

加
と

高
齢

化
の

進
展

】
 

◇
 

都
内

で
は

、
２

０
３

０
年

代
中

頃
以

降
、

急
激

に
高

齢
化

が
進

展
し

、
２

０
５

０
年

に
は

７
５

歳
以

上
人

口
は

倍

増
。

特
に

区
部

で
急

速
に

高
齢

化
が

進
展

。
ま

た
、

区
部

で
は

、
高

齢
化

の
進

展
の

状
況

に
ば

ら
つ

き
が

大
き

く
、

高
齢

化
率

が
４

０
％

以
上

の
地

域
も

存
在

。
 

◇
 

一
方

、
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

幅
は

全
国

と
比

べ
て

緩
や

か
で

あ
る

が
、

区
西

部
や

西
多

摩
、

島
し

ょ
地

域

で
は

、
２

０
５

０
年

ま
で

に
４

割
以

上
減

少
し

、
税

収
入

等
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
が

推
定

。
 

◇
 

こ
う

し
た

将
来

の
人

口
構

成
や

財
政

環
境

の
変

化
に

伴
い

、
今

後
都

内
で

は
、

現
在

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
水

準

の
維

持
・
存

続
が

困
難

と
な

る
地

域
が

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
。

 

【高
齢

者
単

身
世

帯
と

空
き

家
の

急
増

】
 

◇
 

２
０

５
０

年
に

お
け

る
都

内
の

総
世

帯
数

に
占

め
る

割
合

は
、

高
齢

者
単

身
世

帯
が

２
割

、
こ

れ
に

「
老

老
世

帯
」
を

加
え

た
高

齢
者

の
み

が
居

住
す

る
世

帯
が

約
３

割
に

達
す

る
。

 

◇
 

２
０

０
８

年
時

点
で

約
７

５
万

戸
あ

っ
た

都
内

の
空

き
家

は
、

約
４

０
年

後
の

２
０

５
０

年
に

は
倍

増
し

、
１

７
０

万
戸

を
超

え
る

見
通

し
。

ま
た

、
空

き
家

率
も

全
て

の
地

域
で

上
昇

し
、

多
く

の
地

域
で

２
割

超
。

 

◇
 

こ
う

し
た

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

で
の

見
守

り
機

能
が

弱
く

な
る

ほ
か

、
治

安
の

悪
化

等
を

招
き

、
ひ

い
て

は
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

維
持

・
存

続
が

困
難

と
な

る
恐

れ
。

 

【東
京

に
お

け
る

少
子

化
の

更
な

る
進

展
】
 

◇
 

都
内

の
出

生
数

は
、

１
９

７
０

年
に

は
２

３
万

人
に

の
ぼ

っ
た

が
、

現
在

は
１

１
万

人
に

半
減

。
さ

ら
に

、
東

京
都

の
合

計
特

殊
出

生
率

は
１

．
１

３
で

最
下

位
に

あ
り

、
人

口
置

換
水

準
の

２
．

０
７

を
大

き
く

下
回

る
。

 

◇
 

人
口

減
少

の
問

題
は

、
「
東

京
対

地
方

」
と

い
う

単
純

な
構

図
で

論
じ

る
の

で
は

な
く

、
東

京
を

は
じ

め
と

す
る

大
都

市
に

お
い

て
、

重
点

的
・
集

中
的

に
少

子
化

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
低

出
生

傾
向

の
改

善
が

図

ら
れ

な
け

れ
ば

、
東

京
と

地
方

は
と

も
に

消
滅

す
る

こ
と

に
。

 

 
２

．
東

京
の

自
治

の
あ

り
方

の
方

向
性

 
 

◎
全

国
の

他
地

域
と

比
較

す
る

と
、

東
京

の
人

口
構

造
は

比
較

的
緩

や
か

に
変

化
し

て
い

く
と

推
計

さ
れ

て
い

 

る
た

め
、

危
機

的
な

状
況

が
迫

っ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

認
識

が
遅

れ
る

こ
と

も
懸

念
さ

れ
、

都
や

区
市

町
村

は

危
機

意
識

を
共

有
し

な
が

ら
、

将
来

に
向

け
た

対
策

を
適

切
に

行
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

。
 

◎
 

東
京

の
進

む
べ

き
方

向
性

を
考

え
る

に
あ

た
っ

て
は

、
東

京
と

地
方

が
共

存
し

、
共

に
発

展
し

て
い

く
た

め

に
、

東
京

が
ど

の
よ

う
な

役
割

と
責

任
を

果
た

し
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

の
か

と
い

っ
た

視
点

も
重

要
。

 

◎
 

将
来

東
京

が
直

面
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
危

機
的

な
状

況
を

あ
ら

か
じ

め
想

定
し

、
厳

し
い

環
境

に
も

対

応
し

う
る

具
体

的
な

自
治

の
あ

り
方

を
た

だ
ち

に
検

討
し

て
い

く
必

要
。

 

◎
 

都
内

自
治

体
の

人
口

規
模

は
、

町
村

部
の

ほ
か

、
５

万
人

規
模

か
ら

５
０

万
人

を
大

き
く

上
回

る
区

市
ま

で

様
々

。
ま

た
、

面
積

規
模

は
、

平
均

３
０

㎢
程

度
に

と
ど

ま
っ

て
お

り
、

特
に

区
部

及
び

そ
の

近
隣

市
域

に
は

、

市
街

地
が

連
坦

し
た

地
域

に
小

規
模

面
積

の
自

治
体

が
数

多
く

存
在

。
今

後
の

東
京

の
自

治
の

あ
り

方
を

検

討
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

こ
う

し
た

特
性

を
踏

ま
え

る
必

要
。

 

（１
）都

と
区

市
町

村
の

役
割

分
担

の
あ

り
方

 

○
 

事
業

の
性

質
や

各
地

域
が

抱
え

る
課

題
等

を
考

慮
し

な
が

ら
、

今
後

の
都

と
区

市
町

村
の

役
割

分
担

の
あ

り

方
に

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
。

 

○
 

都
内

に
お

け
る

今
後

の
人

口
減

少
社

会
の

到
来

や
少

子
高

齢
化

の
更

な
る

進
展

を
踏

ま
え

、
広

域
自

治
体

と
し

て
都

が
、

今
後

ど
の

よ
う

に
対

応
し

て
い

く
の

か
に

つ
い

て
も

、
検

討
が

求
め

ら
れ

る
。

 

（２
）住

民
自

治
（自

治
の

担
い

手
）
の

あ
り

方
 

○
 

町
内

会
や

自
治

会
等

の
活

動
を

基
盤

と
し

た
既

存
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

を
再

構
築

し
て

い
く

こ
と

は
も

と
よ

り
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

企
業

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
な

ど
の

地
域

の
様

々
な

活
動

主
体

と
の

協
力

に
よ

っ
て

、
新

し
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
形

成
を

支
援

し
て

い
く

必
要

。
 

○
 

様
々

な
年

代
層

が
そ

れ
ぞ

れ
の

課
題

意
識

や
経

験
・
ノ

ウ
ハ

ウ
を

地
域

課
題

の
解

決
に

有
効

に
活

用
し

、
地

域
の

担
い

手
と

し
て

活
躍

で
き

る
よ

う
、

各
区

市
町

村
は

、
多

様
な

支
援

策
を

こ
れ

ま
で

以
上

に
積

極
的

に
講

じ
て

い
く

こ
と

が
重

要
。

 

（３
）効

率
的

・
効

果
的

な
行

財
政

運
営

の
あ

り
方

 

○
 

今
後

、
変

化
・
増

大
す

る
行

政
需

要
に

的
確

に
対

応
し

、
安

定
的

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
く

た
め

に
は

、
既

存
の

行
政

体
制

の
維

持
・
存

続
に

と
ら

わ
れ

ず
、

早
急

に
見

直
し

を
検

討
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

。
 

○
 
各
区
市
町
村
は

、
将

来
の

状
況

を
直

視
し

、
人

口
動

向
や

財
政

環
境

等
の

変
化

に
よ

り
、

十
分

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

で
き

な
く

な
る

な
ど
危
機
的
な
状
況
に
陥
る
前
か
ら
、
合
併
、
共
同
処
理
制
度
の
活
用
、
基
礎

自
治
体
間
で
の
相
互
補
完
や
機
能
分
担
等
、
多
様
な
選
択
肢
に
つ
い
て

、
地

域
特

性
や

住
民

意
思

等
を

踏

ま
え

な
が

ら
、
主
体
的
に
検
討
、
判
断
し
て
い
く
必
要

。
 

○
 

合
併

・
連

携
そ

れ
ぞ

れ
に

メ
リ

ッ
ト

、
デ

メ
リ

ッ
ト
の

両
面

が
あ

る
こ

と
を

念
頭

に
、

地
理

的
状

況
、

人
口

規
模

、

人
口

や
産

業
の

集
積

の
状

況
、

地
域

の
連

坦
、

面
積

な
ど

、
そ

の
地

域
特

有
の

様
々

な
状

況
を

踏
ま

え
、

合

併
・
連

携
等

の
多

様
な

選
択

肢
の

中
で

、
ど

の
よ

う
な

手
段

が
よ

り
有

効
で

あ
る

の
か

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
デ

ー
タ

等
に

基
づ

き
、
関
係
自
治
体
間
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

。
 

○
 

自
治

体
間

に
お

け
る

連
携

が
増

大
し

て
い

く
場

合
に

は
、

既
存

の
体

制
の

維
持

・
存

続
に

と
ら

わ
れ

な
い

行

政
体

制
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

▽
東

京
の

自
治

の
あ

り
方

研
究

会
の

設
置

 

平
成

２
１

年
２

月
の

都
区

の
あ

り
方

検
討

委
員

会
で

、
「
特

別
区

の
区

域
の

あ
り

方
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
の

課
題

と
す

る
が

、
当

面
、

都
区

の
あ

り
方

検
討

と
は

別
に

、
将

来
の

都
制

度
や

東
京

の
自

治
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

学
識

経
験

者
を

交
え

た
、

都
と

区
市

町
村

共
同

の
調

査
研

究
の

場
を

設
け

る
こ

と
と

し
、

そ
の

結
果

を
待

っ

て
、

必
要

に
応

じ
議

論
す

る
」
こ

と
を

確
認

。
同

年
１

１
月

か
ら

調
整

研
究

を
開

始
 

▽
部

会
の

設
置

 

２
０

５
０

年
ま

で
の

５
０

０
ｍ

メ
ッ

シ
ュ

単
位

の
将

来
人

口
分

析

を
実

施
 

▽
中

間
報

告
で

示
し

た
３
つ

の
論

点
に

つ
い

て
、

最
終

報
告

と
り

ま
と

め
 

（
１

）
都

と
区

市
町

村
の

役
割

分
担

の
あ

り
方

 

（
２

）
住

民
自

治
（
自

治
の

担
い

手
）
の

あ
り

方
 

（
３

）
効

率
的

・
効

果
的

な
行

財
政

運
営

の
あ

り
方
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※
1
8
6
7
年

以
前

（
江
戸
時
代
）
は
『
大
江
戸
ま
る
わ
か
り
事
典
』
（
大
石
学
編
・
時
事
通
信
出
版
局
・
2
0
0
5
.7
）
よ
り
作

成
（
た
だ
し
江

戸
の

町
人

人
口

の
み

）
※

1
8
7
2
年

～
2
0
3
5
年
は
東
京
都
統
計
部
「
東
京
都
の
人
口
（
推
計
）
」
よ
り
作
成
、
た
だ
し
2
0
1
5
年
～
2
0
3
5
年
は
推

計
値

※
2
0
3
5
年

以
降

は
「
東
京
の
自
治
の
あ
り
方
研
究

会
」
に
よ
る
推
計

東
京

の
人

口
の

推
移

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
,0
0
0

1
,1
0
0

1
,2
0
0

1
,3
0
0

1
,4
0
0

1
,5
0
0 1
6
5
0
年

1
7
0
0
年

1
7
5
0
年

1
8
0
0
年

1
8
5
0
年

1
9
0
0
年

1
9
5
0
年

2
0
0
0
年

2
0
5
0
年

2
1
0
0
年

人
万

推
計

値
（
2
0
1
5
年

～
）

終 戦

（
1
8
6
8
年

）

（
1
9
2
3
年

）
3
8
6
万

人

（
1
9
4
5
年

）
3
4
9
万

人

高
度

経
済

成
長

期
（
1
9
5
4
～

1
9
7
3
年

）

（
2
0
2
0
年

）
1
,3

3
5
万

人

（
1
8
9
3
年

）

ピ ー ク

（
1
9
6
2
年

）

 万 人 突 破

1
,0

0
0

（
2
1
0
0
年

）
7
1
3
万

人

三 多 摩 編 入

明 治 維 新

関 東 大 震 災

付
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-
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2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

年
少

人
口

比
率

1
1
.4
%

1
1
.2
%

1
0
.2
%

9
.3
%

8
.7
%

8
.5
%

8
.3
%

8
.0
%

7
.8
%

7
.6
%

年
少

人
口

比
率

1
2
.7
%

1
1
.8
%

1
0
.8
%

1
0
.0
%

9
.8
%

9
.5
%

9
.2
%

8
.9
%

8
.6
%

8
.4
%

生
産

年
齢

人
口

比
率

6
8
.2
%

6
4
.8
%

6
3
.6
%

5
8
.1
%

5
3
.7
%

5
2
.3
%

5
1
.2
%

4
9
.2
%

4
7
.7
%

4
6
.5
%

生
産

年
齢

人
口

比
率

6
6
.7
%

6
2
.5
%

6
1
.0
%

5
6
.4
%

5
3
.7
%

5
2
.7
%

5
1
.3
%

4
9
.4
%

4
8
.1
%

4
7
.1
%

老
年

人
口
（
6
5
-
7
4
歳

）
比

率
1
1
.0
%

1
1
.5
%

1
1
.5
%

1
6
.1
%

1
4
.9
%

1
3
.0
%

1
3
.3
%

1
3
.9
%

1
3
.2
%

1
3
.1
%

老
年
人
口
（
6
5
-
7
4
歳

）
比

率
1
1
.4
%

1
2
.2
%

1
1
.7
%

1
5
.4
%

1
3
.2
%

1
2
.4
%

1
3
.0
%

1
3
.2
%

1
2
.6
%

1
2
.4
%

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）
比

率
9
.4
%

1
2
.5
%

1
4
.8
%

1
6
.5
%

2
2
.7
%

2
6
.2
%

2
7
.2
%

2
8
.9
%

3
1
.2
%

3
2
.9
%

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）
比

率
9
.2
%

1
3
.5
%

1
6
.6
%

1
8
.2
%

2
3
.4
%

2
5
.4
%

2
6
.6
%

2
8
.5
%

3
0
.6
%

3
2
.1
%

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

年
少

人
口

比
率

1
0
.8
%

1
0
.9
%

1
0
.0
%

8
.9
%

8
.2
%

8
.1
%

7
.8
%

7
.5
%

7
.3
%

7
.1
%

年
少

人
口

比
率

1
2
.2
%

1
1
.2
%

1
0
.1
%

9
.6
%

9
.8
%

9
.8
%

9
.6
%

9
.3
%

9
.2
%

9
.0
%

生
産

年
齢

人
口

比
率

6
9
.0
%

6
5
.8
%

6
4
.8
%

5
8
.9
%

5
3
.7
%

5
2
.1
%

5
1
.1
%

4
9
.1
%

4
7
.6
%

4
6
.2
%

生
産

年
齢

人
口

比
率

6
0
.4
%

5
4
.3
%

5
2
.0
%

4
9
.3
%

4
8
.9
%

4
9
.4
%

4
8
.8
%

4
7
.7
%

4
6
.9
%

4
6
.5
%

老
年

人
口
（
6
5
-
7
4
歳

）
比

率
1
0
.8
%

1
1
.2
%

1
1
.4
%

1
6
.4
%

1
5
.7
%

1
3
.3
%

1
3
.5
%

1
4
.3
%

1
3
.6
%

1
3
.4
%

老
年
人
口
（
6
5
-
7
4
歳

）
比

率
1
3
.6
%

1
6
.5
%

1
3
.6
%

1
5
.5
%

1
2
.8
%

1
2
.1
%

1
2
.9
%

1
3
.0
%

1
2
.5
%

1
2
.1
%

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）
比

率
9
.4
%

1
2
.0
%

1
3
.9
%

1
5
.8
%

2
2
.3
%

2
6
.5
%

2
7
.5
%

2
9
.1
%

3
1
.6
%

3
3
.3
%

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）
比

率
1
3
.8
%

1
7
.9
%

2
4
.3
%

2
5
.6
%

2
8
.5
%

2
8
.7
%

2
8
.8
%

3
0
.0
%

3
1
.4
%

3
2
.3
%

東
京

の
将

来
人

口
推

計
（
年

齢
３
区

分
別

）

　
※

「
東

京
の

自
治

の
あ
り
方

研
究

会
」
に
よ
る
推

計

東
京
都
　
将
来
人
口
推

計

1
,4
9
8

1
,4
9
6

1
,3
3
4

1
,1
5
7

1
,0
2
3

9
1
9

8
0
8

7
0
7

6
2
0

5
4
1

8
,9
8
1

8
,6
4
3

8
,3
0
5

7
,2
5
0

6
,3
0
8

5
,6
4
1

5
,0
0
0

4
,3
5
0

3
,8
0
2

3
,3
1
4

1
,4
4
7

1
,5
3
6

1
,4
9
9

2
,0
0
3

1
,7
5
4

1
,4
0
3

1
,3
0
4

1
,2
2
8

1
,0
5
4

9
3
2

1
,2
3
3

1
,6
7
1

1
,9
3
0

2
,0
6
4

2
,6
6
2

2
,8
2
4

2
,6
6
2

2
,5
5
3

2
,4
8
8

2
,3
4
2

1
3
,
1
5
9

1
3
,
3
4
7

1
3
,
0
6
8

1
2
,
4
7
4

1
1
,
7
4
8

1
0
,
7
8
7

9
,
7
7
4

8
,
8
3
8

7
,
9
6
3

7
,
1
2
8

0

2
,0
0
0

4
,0
0
0

6
,0
0
0

8
,0
0
0

1
0
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
4
,0
0
0

1
6
,0
0
0

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

（
千

人
）

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）

老
年

人
口

（
6
5
～

7
4
歳

）

生
産

年
齢

人
口

年
少

人
口

（
1
4
歳

以
下

）

区
部
　
将
来
人
口
推

計

9
6
4

1
,0
0
3

9
0
3

7
7
3

6
6
4

5
9
0

5
1
2

4
4
1

3
8
2

3
2
9

6
,1
7
7

6
,0
3
3

5
,8
6
4

5
,0
9
7

4
,3
3
5

3
,8
1
8

3
,3
4
7

2
,8
7
2

2
,4
7
8

2
,1
3
2

9
6
4

1
,0
2
2

1
,0
2
9

1
,4
1
6

1
,2
6
9

9
7
3

8
8
5

8
3
4

7
0
7

6
2
0

8
4
1

1
,1
0
4

1
,2
5
9

1
,3
6
5

1
,7
9
8

1
,9
4
1

1
,8
0
3

1
,7
0
0

1
,6
4
5

1
,5
3
6

8
,
9
4
6

9
,
1
6
2

9
,
0
5
5

8
,
6
5
0

8
,
0
6
5

7
,
3
2
1

6
,
5
4
6

5
,
8
4
8

5
,
2
1
2

4
,
6
1
7

0

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

1
0
,0
0
0

1
1
,0
0
0

1
2
,0
0
0

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

（
千

人
）

老
年

人
口

（
7
5
歳

以
上

）

老
年

人
口

（
6
5
～

7
4
歳

）

生
産

年
齢

人
口

年
少

人
口

（
1
4
歳

以
下

）

市
部
　
将
来
人
口
推
計

5
2
4

4
8
4

4
2
4

3
7
7

3
5
3

3
2
4

2
9
1

2
6
1

2
3
4

2
0
8

2
,7
5
2

2
,5
6
7

2
,4
0
5

2
,1
2
2

1
,9
4
4

1
,7
9
5

1
,6
2
7

1
,4
5
4

1
,3
0
2

1
,1
6
3

4
7
1

5
0
1

4
6
0

5
7
8

4
7
8

4
2
3

4
1
2

3
8
7

3
4
1

3
0
7

3
8
0

5
5
3

6
5
4

6
8
3

8
4
7

8
6
7

8
4
4

8
3
8

8
2
8

7
9
2

4
,
1
2
7

4
,
1
0
6

3
,
9
4
4

3
,
7
6
0

3
,
6
2
3

3
,
4
0
9

3
,
1
7
5

2
,
9
4
1

2
,
7
0
6

2
,
4
7
0

0

5
0
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

3
,5
0
0

4
,0
0
0

4
,5
0
0

5
,0
0
0

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

（
千

人
）

老
年
人
口
（
7
5
歳
以
上
）

老
年
人
口
（
6
5
～
7
4
歳
）

生
産
年
齢
人
口

年
少
人
口
（
1
4
歳
以
下
）

町
村
部
　
将
来
人
口
推
計

1
1

9
7

6
6

6
5

5
4

4

5
2

4
3

3
6

3
1

2
9

2
8

2
6

2
3

2
1

1
9

1
2

1
3

9

1
0

8
7

7
6

6
5

1
2

1
4

1
7

1
6

1
7

1
6

1
5

1
5

1
4

1
4

8
7

7
9

7
0

6
3

6
0

5
6

5
3

4
9

4
5

4
2

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

2
0
1
0
年

2
0
2
0
年

2
0
3
0
年

2
0
4
0
年

2
0
5
0
年

2
0
6
0
年

2
0
7
0
年

2
0
8
0
年

2
0
9
0
年

2
1
0
0
年

（
千

人
）

老
年
人
口
（
7
5
歳
以
上
）

老
年
人
口
（
6
5
～
7
4
歳
）

生
産
年
齢
人
口

年
少
人
口
（
1
4
歳
以
下
）
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財源の移譲に係る指針の整理

（1）事務移譲に応じた財源の移譲

（当該事務の執行に充てられていた金額と等しい財源の移譲）

（2）事務の性格に応じた財源移譲の方法

（財調交付金配分率、事務処理特例交付金、都市計画交付金）

財源移譲後に想定される課題の整理

（1）特別区の主体性の強化

（協議のあり方、政策税制協議、調整税の会計上の取扱い）

（2）法令改正を伴う事項の検討

（税源移譲、税制改正等を踏まえた財調制度の見直し等）

税財政制度について
～区が示した「論点」（第１３回幹事会）～

ＭＥＭＯ 
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